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  わが国では、障害者及び障害児が、基本的人権の享有主体である個人の尊厳にふさ

わしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な支援を行うことにより、

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊

重し合いながら共生する社会の実現に寄与することを目指して制度を整備してきま

した。 

平成 18年度の障害者自立支援法の施行により、市町村に対して障害福祉計画の策

定が義務づけられ、その後、平成 25年度に施行の「障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（以下、「障害者総合支援法」という。）」及び「児

童福祉法」の一部を改正する法律の施行により、市町村に対して障害児福祉計画の策

定を義務付け、サービスの提供体制を計画的に整備する仕組みを構築してきました。 

  さらに、障害者総合支援法の成立により、これまで制度の谷間となっていた難病患

者への支援提供や、知的障害及び精神障害における障害区分の適切な配慮等の改正が

行われました。 

  また、平成 30年度には障害者総合支援法の改正と児童福祉法の改正が行われ、障

害者が自ら望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援

の一層の充実や高齢障害者による介護保険サービスの円滑な利用を促進するための

見直し等が図られました。 

  平成 23年には「障害者虐待防止法」が成立し、障害者への虐待の防止や養護者に

対する支援に努めるとともに、虐待を受けたと思われる障害者を発見した人への通報

義務が課されることとなりました。さらに、平成 25年には「障害を理由とする差別

の解消の推進に関する法律（以下、「障害者差別解消法」という。）が成立し、公共

機関において、障害者や家族から「社会的障壁の除去」を求められた場合には、障害

者が他の者と同じように権利や機会をもち、行使ができるような調整を行う、「合理

的配慮」を義務付けられることが示され、平成 28年４月から施行されました。 

このような国内外の動きのなか、地域における障害者の社会参加の機会の確保等、

地域で共生社会を実現していくことや、障害者を個人として尊重する社会のあり方が、

より強く求められるようになっています。当市では、前計画の期間満了に伴い、以上

のような動きを踏まえるとともに、当市の障害福祉を一層推進するため、本計画を策

定しました。  

第１章 計画策定に当たって 

第１節 計画策定の趣旨 
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  本計画は、障害者基本法第 11条第３項に基づく「糸魚川市障害者計画」と、障害

者総合支援法第 88条に基づく「糸魚川市障害福祉計画」、また児童福祉法の改正に

伴い、児童福祉法第 33条の 20第１項に規定された、「糸魚川市障害児福祉計画」を

一体的に策定し、親しみやすい計画とするため「糸魚川市ささえあいプラン」としま

した。 

「糸魚川市障害者計画」の部分においては障害者施策の基本的な指針を示した計画、

「糸魚川市障害福祉計画」の部分においては「糸魚川市障害者計画」の障害福祉サー

ビス及び地域生活支援事業の見込み量を定めた実施計画、また、「障害児福祉計画」

では障害児への福祉サービスの提供体制の確保を計画するものとして、糸魚川市の障

害者施策の総合的な推進を目指します。 

  なお、本計画は、国の障害者基本計画及び当市の上位計画である「糸魚川市総合

計画」や「糸魚川市地域福祉計画」等の関連計画との整合性を確保して策定します。 

 

□糸魚川市ささえあいプランと関連計画等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画における期間は、当市の場合、障害者計画と障害福祉計画、障害児福祉計

画を同時に策定していることから、令和６年度から８年度までの３年間とします。 

 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 

糸魚川市 
ささえあいプラン 

         

 

  

第３節 計画の期間 

(国) 障害者総合支援法 

(国) 児童福祉法  

 
糸魚川市障害福祉計画 

第２節 計画の位置づけ 

(国) 障害者基本法 

糸魚川市ささえあいプラン ・地域福祉計画 

・男女共同参画プラン 

・高齢者福祉計画 
介護保険事業計画 

・子ども・子育て支援 
 事業計画 

・親子保健計画 

・健康いといがわ 21 

糸魚川市総合計画 

糸魚川市障害者計画 

(国) 障害者基本計画 

第６期計画 第８期計画 

(県) 新潟県障害者計画 
   新潟県障害福祉計画 

糸魚川市障害児福祉計画 

第７期計画 
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１ 糸魚川市の障害者の概況 

  当市における障害者（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所

持者）の状況は以下のとおりです。障害者数は減少していますが、総人口も減少し

ているため、総人口に対する割合はほぼ横ばいとなっています。 

  手帳の種類別の割合では、身体障害者手帳の所持者が最も多く、全体の約７割を

占めています。療育手帳と精神障害者保健福祉手帳では、精神障害者保健福祉手帳

の所持者数が若干多くなっています。 

  年齢別では、全体の約６割が 65歳以上の人で、高齢者の手帳取得が多い現状がみ

られます。 

  

第２章 障害者の現状 

第１節 糸魚川市における障害者の状況 

〇総人口と障害者数の推移 

〇障害者手帳の種類別の所持者数の割合 〇障害者手帳の年齢別所持者数の割合 

総人口（人） 障害者数（人） 割合（％）

平成25年 46,451 2,956 6.4

平成27年 45,493 2,841 6.2

平成29年 43,961 2,860 6.5

令和元年 42,590 2,798 6.6

令和３年 41,010 2,812 6.9

令和５年 39,377 2,603 6.6

（各年４月１日）

注）手帳所持者の重複あり 
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２ 身体障害者の状況 

  身体障害者手帳所持者は、令和５年４月１日現在 1,737人となり、毎年減少して

いますが、総人口も減少しているため、総人口に対する割合はほぼ横ばいの状況が

続いています。 

 

  ○身体障害者手帳所持者数                   （単位：人） 

 総人口 
身体障害者 
手帳所持者数 総人口に対する割合 

平成 26年 46,144 2,269 4.92％ 

平成 27年 45,493 2,252 4.95％ 

平成 28年 44,769 2,204 4.92％ 

平成 29年 43,961 2,139 4.87％ 

平成 30年 43,352 2,136 4.93％ 

令和 元年 42,590 2,033 4.77％ 

令和 ２年 41,783 2,020 4.83％ 

令和 ３年 41,010 2,007 4.89％ 

令和 ４年 40,171 1,998 4.97％ 

令和 ５年 39,377 1,737 4.41％ 

注）各年 4月 1日現在 

 

  ○身体障害者手帳所持者数の推移 
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○障害の種類別 身体障害者手帳所持者数の推移           （単位：人） 

 視覚障害 聴覚障害 音声・言語障害 肢体不自由 内部障害 合計 

平成 26年 146 228 30 1,213 749 2,366 

平成 27年 145 228 40 1,218 733 2,364 

平成 28年 131 214 30 1,154 736 2,265 

平成 29年 136 221 38 1,116 721 2,232 

平成 30年 134 220 43 1,120 743 2,260 

令和 元年 130 201 41 1,049 728 2,149 

令和 ２年 132 207 40 1,022 745 2,146 

令和 ３年 123 194 22 919 749 2,007 

令和 ４年 114 217 31 971 773 2,106 

令和 ５年 104 199 34 835 656 1,828 

注）各年 4月 1日現在  

 

○障害の種類別・等級別 身体障害者手帳所持者数          （単位：人） 

 視覚障害 聴覚障害 音声・言語障害 肢体不自由 内部障害 合計 

１級 26 0 0 48 350 424 

２級 40 36 0 153 0 229 

３級 11 19 15 96 147 288 

４級 4 56 19 399 159 637 

５級 13 0 0 84 0 97 

６級 10 88 0 55 0 153 

注）肢体不自由の６級には７級も含む。 

令和５年４月１日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢 所持者数 

0～17 歳 18 

18～64歳 320 

65 歳以上 1,399 

合計 1,737 

注）令和５年４月１日現在 

 

○身体障害者手帳の年齢別所持者数の割合（単位：人） 
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３ 知的障害者の状況 

  療育手帳所持者は、令和５年４月１日現在 421人となっており、総人口に対する

割合は 1.07％で、最近５年間は、増加傾向にあります。 

 

○療育手帳所持者数                   （単位：人） 

 総人口 
療育手帳 
所持者数 総人口に対する割合 

平成 26年 46,144 351 0.76％ 

平成 27年 45,493 360 0.79％ 

平成 28年 44,769 398 0.89％ 

平成 29年 43,961 411 0.94％ 

平成 30年 43,352 413 0.95％ 

令和 元年 42,590 391 0.92％ 

令和 ２年 41,783 399 0.95％ 

令和 ３年 41,010 399 0.97％ 

令和 ４年 40,171 404 1.01％ 

令和 ５年 39,377 421 1.07％ 

注）各年 4月 1日現在 

 

 

 ○療育手帳所持者数の推移 

  

（人） 
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○年齢別・障害の程度別 療育手帳所持者数の推移           （単位：人） 

 18 歳 未 満 18 歳 以 上 
合計 

 Ａ判定 
(重度) 

Ｂ判定 
(中軽度) 

 Ａ判定 
(重度) 

Ｂ判定 
(中軽度) 

平成 26年 55 25 30 296 104 192 351 

平成 27年 58 29 29 302 136 166 360 

平成 28年 50 23 27 348 140 208 398 

平成 29年 52 25 27 359 146 213 411 

平成 30年 45 24 21 368 148 220 413 

令和 元年 60 29 31 331 143 188 391 

令和 ２年 55 24 31 344 151 193 399 

令和 ３年 36 16 20 363 157 206 399 

令和 ４年 55 26 29 349 145 204 404 

令和 ５年 64 25 39 357 139 218 421 

注）各年 4月 1日現在 

 

 

○療育手帳の年齢別所持者数の割合（単位：人） 

 

年齢 所持者数 

0～ 6 歳 9 

7～12 歳 30 

13～17歳 25 

18～19歳 17 

20～29歳 62 

30～39歳 55 

40～49歳 74 

50～64歳 78 

65 歳以上 71 

合計 421 

注）令和５年４月１日現在 
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４ 精神障害者の状況 

  精神障害者保健福祉手帳所持者は、令和５年４月１日現在 445人で、年々増加し

ており、総人口に占める割合は 1.13％となっています。 

  統合失調症やうつ病等の他に、発達障害で手帳取得する人も多くなってきており、

手帳所持者の増加につながっています。 

  また、自立支援医療（精神通院医療）の受給者数の総人口に対する割合では、令

和４年度で 1.65％となっています。 

 

○精神障害者保健福祉手帳所持者数                （単位：人） 

 
総人口 

精神障害者保健福祉手帳所持者数 総人口に 

対する割合  １級 ２級 ３級 

平成 26年 46,144 223 16 192 15 0.48％ 

平成 27年 45,493 229 17 196 16 0.50％ 

平成 28年 44,769 271 18 236 17 0.61％ 

平成 29年 43,961 310 24 266 20 0.71％ 

平成 30年 43,352 339 26 287 26 0.78％ 

令和 元年 42,590 374 31 314 29 0.88％ 

令和 ２年 41,783 397 36 331 30 0.95％ 

令和 ３年 41,010 406 32 340 34 0.99％ 

令和 ４年 40,171 409 32 345 32 1.02％ 

令和 ５年 39,377 445 35 371 39 1.13％ 

注）各年 4月 1日現在 

 

 ○精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

   （人） 
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○精神障害者保健福祉手帳の年齢別所持者数の割合（単位：人） 

 

年齢 所持者数 

0～17 歳 8 

18～39歳 106 

40～64歳 234 

65 歳以上 97 

合計 445 

注）令和５年４月１日現在 

 

○自立支援医療（精神通院医療）の受給者数   （単位：人） 

 
総人口 

自立支援医療 
（精神通院医療） 

の受給者数 

総人口に 
対する割合 

平成 27年 46,144 632 1.37％ 

平成 28年 45,493 677 1.49％ 

平成 29年 44,769 705 1.58％ 

平成 30年 43,961 702 1.60％ 

令和 元年 43,352 687 1.59％ 

令和 ２年 42,590 624 1.47％ 

令和 ３年 41,783 661 1.58％ 

令和 ４年 41,010 641 1.56％ 

令和 ５年 40,171 661 1.65％ 

注）1 各年４月１日現在   2 資料：糸魚川保健所 

 

○自立支援医療（精神通院医療）の受給者数と総人口に対する割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（人） 
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５ 難病患者等の状況 

  平成 25年度から施行された障害者総合支援法により、難病等についても障害福祉

サービス等の対象となり、令和３年11月１日現在で338の疾病が指定されています。 

  現在、市で把握している難病等については、県で支給をしている「難病医療費助

成制度」の対象者で、対象疾患も年々拡大しており、糸魚川市では令和５年３月 31

日現在 362人が医療費の助成を受けています。 

 

○難病医療費助成制度の受給者数の推移           （単位：人） 
 

 対象疾患数 男 女 計 

平成 29年 306疾患 172 227 399 

平成 30年 330疾患 164 197 361 

令和 元年 331疾患 162 192 354 

令和 ２年 333疾患 161 197 358 

令和 ３年 333疾患 169 220 389 

令和 ４年   338疾患 161 205 366 

令和 ５年 338疾患 154 208 362 

注）１ 各年４月１日現在  ２ 資料：糸魚川保健所 
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６ 児童の状況 

  児童数については、保育園、幼稚園、小・中学校ともに年々減少しています。 

  その中で、発達支援センターめだか園の登録者数は児童数の減少に伴い減少傾向

にありますが、発達に不安のある児童が一定割合を占めています。 

 

○園、学校等児童数の推移              （単位：人） 

 

保育園・所 
在所児数 

幼稚園 
在園児数 

小学校 
児童数 

中学校 
生徒数 

平成 28年 895 307 1,969 1,112 

平成 29年 875 303 1,917 1,034 

平成 30年 838 290 1,884 978 

令和 元年 808 286 1,821 927 

令和 ２年 815 252 1,766 920 

令和 ３年 750 250 1,682 932 

令和 ４年 712 227 1,602 925 

注）各年５月１日現在 

 

 

○発達支援センターめだか園の利用者の推移（単位：人） 

 登録者数 
延べ 

利用者数 

平成28年 67 1,569 

平成29年 76 1,666 

平成30年 74 1,136 

令和元年 71 1,593 

令和２年 70 1,297 

令和３年 65 1,312 

令和４年 54 968 

令和５年 54 909 

注）各年４月１日現在 

  小学校へ就学前の児童を対象 
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７ 障害支援区分認定の状況 

   障害福祉サービスを利用するためには、区分１～区分６の段階で表される「障

害支援区分」の認定を受けることが必要です。認定は、国で定められた心身の状

況に関する 80項目の調査結果と主治医の意見書等を元に、市で開催する障害支援

区分認定審査会で判定されます。 

   令和５年４月１日現在、障害支援区分を受けている人は 252人です。うち、身

体障害者が 39人、知的障害者が 129人、精神障害者が 40人、身体と知的障害者

が 40人、知的と精神障害者が４人となっており、認定を受けている人数は若干減

少しています。 

   全体では区分２が最も多く、次いで区分６、区分４の順となっています。身体

及び知的障害者はそれぞれ区分６が、精神障害者は区分２が最も多くなっていま

す。 

   平均区分は 3.78でほぼ横ばいの状態です。 

 

 

○障害支援区分の状況                      （単位：人） 

 
軽度                   重度 

合計 

区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 

身体 5 4 7 5 6 12 39 

身体・知的 0 2 2 4 7 25 40 

知的 8 35 19 25 18 24 129 

知的・精神 0 2 0 1 1 0 4 

精神 1 30 5 4 0 － 40 

合計 14 73 33 39 32 61 252 

割合 5.6% 28.9% 13.1% 15.5% 12.7% 24.2%  

注）令和５年４月１日現在 
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１ 障害者団体、ボランティア団体へのグループインタビュー 

第７期ささえあいプランを策定する基礎資料として、障害者団体、ボランティア団

体等に「ささえあいプラン策定に伴う意見交換会(グループインタビュー)」を実施し

ました。期間は令和５年２月から３月までで、12団体の皆様と意見交換を行いました。 

 

 

【就労について】 

・障害者であることを伝えてあっても職場で攻撃される。 

 

【こども療育について】 

・子どもの相談の場合、こども課なのか福祉事務所なのかわかりにくい。それぞれの

課で異なることを言われることもある。縦割りを感じる。窓口を一本化してほしい。 

 

【権利擁護について】 

・権利擁護は親が元気なので利用しないが、いずれは利用を考えている。 

・家族(兄弟)がたくさんいても一緒に住んでいない。最後は親と当事者の子だけにな

る。 

 

【住まいについて】 

・グループホームに限らず、親亡き後も地域で暮らし続けられるような選択肢がある

と良い。 

 

【交通（移動支援）について】 

・高齢者・障害者おでかけパスもあるが、乗り継ぎが不便。行きのバスはあっても帰

りがなかったり、糸魚川総合病院止まりであったりする。糸魚川駅まで来てほしい。 

・車が必要。買い物しても荷物が重い。今は歩くのもやっとで筋力が衰えてきている。 

・青海駅等無人の施設が増えてきた。仕方がないが障害者が一人で利用する時の手助

けがない。 

・親も高齢になってきて市外施設、医療機関への通院が大変。介護タクシーを利用す

ると富山まで片道５万円かかると言われた。 

・交通費の助成がもっと拡充、助成 UPすると良い（お出かけパスとの併給不可の撤廃）。 

・バスが減り不便になった。朝はバスで通所できるが、学生中心の時刻表になってい

るため、9時開所の施設には少し早い。帰りは便がないため家族の迎えを呼ぶ。 

 

 

 

 

第２節 計画策定に当たってのニーズ聞き取り 
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【情報発信について】 

・制度やサービスの情報が少ない。自分から聞きにいかないと教えてもらえない。 

・最近、音声訳を利用する人が減ってきている。糸魚川市に転入してきた視覚障害者

には、窓口で音声訳の紹介をしてほしい。 

 

【福祉サービスについて】 

・除雪が大変だった。ヘルパーさんにお願いしたかったがサービス外だった。 

・グループホームは利用の個人差があり苦手な人もいる。在宅の場合、個々に合った

サービスが欲しい。 

・音声訳の CDを再生する機械が高く、全員が持っているとは限らない。福祉事務所で

貸し出ししてほしい。福祉用具の補助金を増やしてほしい。 

・市役所の全窓口でコミュニケーションボードを活用してほしい。（コンビニは活用中。

様式がホームページで紹介されている。（知的障害者や外国人にも活用可能）） 

・市役所からくる郵送物に、点字シールが貼られてこない。もっと庁内で周知してほ

しい。 

・要約筆記は試験があり自信がないとやめてしまうらしい。 

・家族を介護して在宅になるとお金がかかる。経済的に余裕があれば施設入所も出来

たと思う。在宅の場合、家族が緊急事態の時はすぐにサービスが使えるようになると

良い。 

・今のサービスに満足している。福祉事務所もなんでも教えてくれる。 

・今後の不安（学校卒業後の生活、親亡き後）に対する相談場所があると良い。 

 

【社会参加・余暇活動について】 

・休日の過ごし方が課題。ボランティア団体も新型コロナウイルス拡大の影響で活動 

が減った。以前親子で料理教室をしたがよかった。 

・以前は育成会があり横のつながりかあったが、今はない。年に一回親子の活動があ 

ればうれしい。 

・温泉にヘルパーさんを利用して入りに行きたい。 

 

【市民等の理解について】 

・こころのバリアフリートークは、行政からの話だけでなく、当事者や支援者からの

話は説得力があり、住民理解にいいと思う。これからも続けてほしい。 

・車椅子で外出すると、物珍しいからか子どもにじろじろ見られる。 

・設立当初から地域との関わりがある福祉作業所の通所者には、住民から「おはよう」

等声掛けをしてくれる。 

・選挙の時、立会人が「急がんでいいよ」と声掛けをしてくれたが、その一言が嬉し

かった。 

・作成したカレンダーが好評で他の製品にアレンジ等して民間で展示とか販売できな

いか。 
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・パラリンピックやテレビの影響で前回のアンケートの時よりもだいぶ障害への理解

や差別解消が進んだと思う。幼い頃から障害者と関わり、分け隔てなく接することが

大事。それを当たり前として大人になり、次の世代へ継承することで障害者も生活し

やすい地域になると思う。 

・市民等の理解が一番大切。こころのバリアフリートークは定員 40名で少ない。もっ

と大きな会場で開催して、たくさんの人に聞いて欲しい。 

・（バリアフリーについて）杖歩行だが、スーパー、病院の床が滑る。 

 

【災害対応について】 

・視覚障害者向けに避難訓練を行っていたのは良いことだが、災害というのは不定期

に起きるものであり、平日昼間となると、訓練を行う消防の方や頼れる若い方は仕事

でいないため、結局一人であることが多い。 

・地域の人と日頃から声掛けをし、寝たきり高齢者、障害者、日中一人暮らし高齢者

には一人残らず担当をつけておくべき。 

・区長や地区役員にお願いして「見守り人」のような人を増やしてほしい。また、誰

が誰を担当しているか等、市として把握しておいてほしい。 

・災害時、障害があっても避難所を利用できるような環境を整えてもらいたい。 

 

【医療・施設について】 

・施設職員による虐待等のニュースを目にする。障害理解がある人に従事してもらい

たい。 

・能生地域には地域活動支援センターしかない。もっと福祉事業所があるといい。 

 

【団体・ボランティアについて】 

・会の継続が難しく、自然消滅の心配がある。 

・困って死に物狂いで生きている人がたくさんいる。会では、そんな方と接するよう

にして「扉は開けている」ようにしている。行政の力だけでなく自主的にやっていき

たい。 
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２ 計画策定のための市民アンケート調査 

  

【概要】〇調査期間  令和５年１月 25日から２月 15日まで 

    〇調査対象者 1,000人 

（令和５年 12月１日現在 20歳から 69歳までの市民を無作為抽出）  

    〇回 答 数  437人 （回答率 43.7％） 

 

 

 

問１　あなたの性別を教えてください。

回答数 割合

１　男性 190 43%

２　女性 247 57%

無回答 0 0%

計 437 100%

問２　あなたの年齢を教えてください。

回答数 割合

１　20～29歳 64 14.6%

２　30～39歳 72 16.5%

３　40～49歳 85 19.5%

４　50～59歳 102 23.3%

５　60歳以上 114 26.1%

無回答 0 0.0%

計 437 100.0%

問３　あなたのお住いの地域はどこですか。

回答数 割合

１　糸魚川地域 225 51.5%

２　能生地域 113 25.9%

３　青海地域 98 22.4%

無回答 1 0.2%

計 437 100.0%

問４　あなたに障害はありますか。

回答数 割合

１　ある（手帳あり） 31 7.1%

２　ある（手帳なし） 11 2.5%

３　ない 393 89.9%

無回答 2 0.5%

計 437 100.0%
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回答数 割合

1　障害のある人の雇用の促進 262 15.3%

2　障害者になっても継続して働くことができる体制の整備 306 17.9%

3　障害のある人に配慮した事業所等の改善・整備 213 12.5%

4　職場での精神的な不安定を解消する相談体制の整備 165 9.7%

5　職場での事故防止体制の充実 109 6.4%

6　障害のある人を支援するための介護休暇制度やボランティア休暇制度の充実 137 8.0%

7　障害や障害がある人への理解を深めるための研修の実施 145 8.5%

8　障害のある人に配慮した商品の開発 79 4.6%

9　障害に関連する分野での国際協力の推進 34 2.0%

10　障害のある人のスポーツ、文化、レクリエーション活動に対する支援 95 5.6%

11　障害者団体に対する経済的支援 120 7.0%

12　わからない 33 1.9%

13　その他 8 0.5%

無回答 1 0.1%

計 1,707 100.0%

回答数 割合

１　自主防災組織や自治会など地域で取り組んでいくことが望ましい 164 26.3%

２　地域と行政が協力して取り組んでいくことが望ましい 337 54.1%

３　行政が中心となって取り組んでいくことが望ましい 81 13.0%

４　そうした取り組みは必要ない 0 0.0%

５　わからない 22 3.5%

６　その他 7 1.1%

無回答 12 1.9%

計 623 100.0%

　障害者雇用に係る回答（雇用促進・環境整備）の割合が高く、5割弱を占めている。

　行政や地域等との関わりが必要とする回答が９割以上を占めている。

問５　障害のある人のために企業や民間団体が行う活動について、どのようなことを希望しま

すか。（複数回答可）

問６　災害が発生した時、自力で避難することができない方（障害のある人や高齢者等）に対

す　る支援の取組みについて、どのように思いますか。（複数回答可）
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回答数 割合

１　障害のある人への理解を深めるための啓発・広報活動 133 8.9%

２　就学児に対する、障害のある人への理解を深めるための福祉教育の充実 185 12.4%

３　ホームヘルプサービスなどの在宅サービスの充実 193 12.9%

４　生活の安定を図るための年金や手当の充実 163 10.9%

５　障害のある人に配慮した住宅や建物、交通機関の整備 199 13.3%

６　障害のある子どもの相談・支援体制や教育の充実 208 13.9%

７　障害に応じた職業訓練の充実や雇用の確保 191 12.8%

８　保険医療サービスやリハビリテーションの充実 102 6.8%

９　点字・手話、字幕放送などによる情報提供の充実 82 5.5%

10　わからない 23 1.5%

11　その他 7 0.5%

無回答 11 0.7%

計 1,497 100.0%

回答数 割合

１　困りごとをなんでも相談でき、助言をしてくれる相談窓口 266 26.0%

２　弁護士など法律の専門家や法律上の問題をあつかう相談窓口 94 9.2%

３　自分の代わりに交渉ごとや財産等の管理をしてくれるサービス 141 13.8%

４　障害のある人の権利が損なわれたときの苦情を受けつけ、必要に応

じて調査や指導などをおこなう第三者による制度
163 15.9%

５　障害のある人の権利について、障害のある人自身が学ぶ機会を増やすこと 124 12.1%

６　障害のある人の権利について社会の意識を高めること 183 17.9%

７　わからない 36 3.5%

８　その他 4 0.4%

無回答 13 1.3%

計 1,024 100.0%

　回答に大きな偏りは見られないが、日常生活に係るサービス（在宅サービス、移動、相談・

支援）を必要とする回答割合が比較的高い。

問７　障害のある人のための施策のうち、どのようなサービスにもっと力を入れる必要がある

と思いますか。（複数回答可）

　回答では、法律上等の専門的な問題を取り扱う相談・支援の窓口より、困りごとなどを幅広

く相談できる窓口を求める傾向にある。

問８　障害のある人の権利が損なわれないようにするために、どのような手助けや取り組みが

あるとよいと思いますか（複数回答可）
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問９ この３年間で、次の環境等で障害のある方への理解や差別の解消が進んだと思いますか。

問10

回答数 ％

１　パラリンピックなど障害のある方の活躍がよく紹介されるようなった 96 30.5%

２　広報などで障害に関する理解を深める情報が充実してきた 38 12.1%

３　学校などの福祉教育、障害のある子どもとの交流が充実してきた 42 13.3%

４　企業での障害者雇用が増えてきた 45 14.3%

５　イベントや地域の行事等に障害のある人も参加するようになってきた 12 3.8%

６　障害理解に関するイベント、講演会が定着してきた 14 4.4%

７　わからない 14 4.4%

８　その他 41 13.0%

無回答 13 4.1%

計 315 100.0%

　前回アンケートと比較して、「進んだ」・「やや進んだ」の割合は、「あなた自身」・「学

校」・「家族の中」で増加している。

　「やや進んでいない」・「進んでいない」の割合は、「地域」・「学校」・「職場」・「家族

の中」で増加している。

（いずれも「わからない」・「無回答」の回答を除いたときの比較）

Q９で「進んだ」、「やや進んだ」にひとつでも☑をつけた方にお聞きします。

障害への理解が進んだと思う理由は何ですか（複数回答可）

　前回アンケートと比較して、情報発信・広報の充実・教育の充実・イベント等開催の定着が、

障害への理解につながった理由とする回答割合が増加した。

　雇用・地域行事等の参加を理由とする回答割合は減っており、問９で、地域や職場で障害の理

解が進んでいないとする回答割合の増加と関連した結果となっている。

進んだ やや進んだ
どちらともい

えない

やや進んでい

ない

進んでいな

い
わからない 無回答 計

37 93 156 13 48 74 12 433

8.5% 21.5% 36.0% 3.0% 11.1% 17.1% 2.8% 100.0%

6 30 147 26 64 142 18 433

1.4% 6.9% 33.9% 6.0% 14.8% 32.8% 4.2% 100.0%

15 41 116 13 33 192 23 433

3.5% 9.5% 26.8% 3.0% 7.6% 44.3% 5.3% 100.0%

12 46 132 27 60 136 20 433

2.8% 10.6% 30.5% 6.2% 13.9% 31.4% 4.6% 100.0%

20 76 155 8 51 102 21 433

4.6% 17.6% 35.8% 1.8% 11.8% 23.6% 4.8% 100.0%

無回答 4

あなた自身

地域

学校

職場

家族の中
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回答数 ％

1　障害を受け入れられない意識がまだ根強い 65 13.7%

2　障害に関する理解に必要な情報がまだ不足している 94 19.9%

3　障害のある方が活躍できる職場の環境（制度や支援）が整っていない 76 16.1%

4　学校などの福祉教育、障害のある子どもとの交流が十分でない 28 5.9%

5　まちの施設や交通などバリアフリーが十分でない 54 11.4%

6　地域の中での交流がまだ不十分である 55 11.6%

7　障害者が活動できる場が少ない 69 14.6%

8　わからない 13 2.7%

9　その他 6 1.3%

無回答 13 2.7%

計 473 100.0%

問12　あなたは、次の糸魚川市の施策や福祉サービスなどを知っていますか。

　障害への理解が進んでいないと考える理由として、情報不足や不十分な職場環境を回答する

割合が高く、広くわかりやすい情報発信を求める傾向にある。

　前回アンケートと比較して、タクシー券・燃料券、おでかけパス、ヘルプカード・マークの

認知する割合が２倍以上に増加している。

　計画・法律等の認知割合は低いまま推移しており、市が行う障害者理解促進補助金、手話通

訳者の窓口設置の取組みも限られた範囲での認知に留まっている。

問11　Q９で「進んでいない」、「やや進んでいない」にひとつでも☑をつけた方にお聞きし

ます。理解が進んでいないと思う理由は何ですか（複数回答可）

知っている
言葉だけ聞いた

ことがある
知らない 無回答 計

33 84 303 17 437

7.6% 19.2% 69.3% 3.9% 100.0%

39 88 285 25 437

8.9% 20.1% 65.2% 5.7% 100.0%

39 69 308 21 437

8.9% 15.8% 70.5% 4.8% 100.0%

11 46 360 20 437

2.5% 10.5% 82.4% 4.6% 100.0%

214 111 100 12 437

49.0% 25.4% 22.9% 2.7% 100.0%

259 90 75 13 437

59.3% 20.6% 17.2% 3.0% 100.0%

57 90 269 21 437

13.0% 20.6% 61.6% 4.8% 100.0%

28 82 306 21 437

6.4% 18.8% 70.0% 4.8% 100.0%

29 56 331 21 437

6.6% 12.8% 75.7% 4.8% 100.0%

42 100 273 22 437

9.6% 22.9% 62.5% 5.0% 100.0%

47 39 335 16 437

10.8% 8.9% 76.7% 3.7% 100.0%

157 91 171 18 437

35.9% 20.8% 39.1% 4.1% 100.0%

122 47 253 15 437

27.9% 10.8% 57.9% 3.4% 100.0%

162 100 158 17 437

37.1% 22.9% 36.2% 3.9% 100.0%

無回答 0

小・中学生バリアフリー

ささえあいプラン

総合支援法

差別解消法

手話言語条例

タクシー券・燃料券

おでかけパス

ヘルプカード、マーク

高校生バリアフリー

市民等バリアフリー

障害者理解促進補助金

市役所　手話通訳

成年後見
制度

思いやり駐車場
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  令和３年３月に策定した第６期計画では、「Ｇ元気・Ｅ笑顔・Ｏ応援 障害者・家

族・支援者・市民みんな笑顔の糸魚川に」を基本方針として、６つの施策の柱に区

分し、それぞれの施策の方向を掲げて、これをもとに各種障害福祉施策を推進して

きました。 

  第６期計画の施策の体系と取組の成果については以下のとおりです。 

 

１ 第６期計画の施策体系 

施策の柱  施策の方向 
   

１ 相談支援体制の強化  （1）相談窓口の充実 
（2）情報提供の充実 
（3）権利擁護体制の充実 

   

２ 日常生活支援の充実  （1）日常生活支援サービスの充実 

（2）経済的支援 

   

３ 就労支援・雇用促進  （1）企業の障害者就労理解促進と支援 
（2）福祉的就労の支援とネットワーク 

づくり 
（3）就労に関する相談と支援 

   

４ 療育・教育・子育て  （1）一貫したつながる療育 
（2）就学前及び学校教育の充実 
（3）子育て支援の充実 
（4）医療的ケア児への支援 

   

５ 安心して暮らせる場づくり  （1）防災対策の推進 
（2）人にやさしいまちづくり 
（3）医療・福祉ネットワークづくり 
（4）住まいの確保・生活への支援 

   

６ 啓発と理解の促進  （1）子どものころからの障害者理解 
（2）まちぐるみのバリアフリーの推進 
（3）障害者団体との協働 
（4）ボランティアへの支援 

 

第３章 糸魚川市ささえあいプラン（障害者計画） 

第１節 第６期計画の成果 
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２ 取組の成果 

１ 相談支援体制の強化 

（1）相談窓口の充実 

・福祉の総合相談窓口として、令和４年度に福祉事務所内に地域包括ケア係を設

置しました。 

・障害相談の充実として、令和４年度に新たに 1 か所、市内の相談事業所に業務

委託を開始し、市全体では３事業所で幅広く一般相談に対応出来る体制を整備

しました。 

・全ての計画相談希望者に相談支援専門員を配置しました。 

・65 歳を迎えて介護保険サービスへ移行となる障害者について、地域包括支援セ

ンターと連携し、介護移行の地域ケア会議を実施し、介護サービス移行につな

げました。 

・令和２年度に開設した地域生活支援拠点を、緊急事態に対応する体制として活

用し、利用希望者を登録しました。 

（2）情報提供の充実 

・視覚障害者へ、広報の音声録音ＣＤを配布しました。 

・聴覚障害者等への要約筆記者の派遣を、上越市の要約筆記サークルと連携し実施 

しました。 

・視覚障害者への対面朗読については、令和３・４年度は、新型コロナウイルス感 

染症拡大の影響で実績はありませんが、令和５年度に実施しました。 

・手話奉仕員養成講座を開催しました。修了者数 31人(令和 3～5年度延べ) 

・手話ミニ講座を開催し、市民が気軽に手話を体験できるようにしました。 

（3）権利擁護体制の充実 

・成年後見制度の利用について、身寄りのない障害者に対して、市での申立てを実

施しました。 

・社会福祉法人が実施する「成年後見制度法人後見」に助成を行い、継続的な後見

制度に向けて支援を行いました。 

・障害者差別解消法に基づき、障害者差別解消支援地域協議会を開催し、情報共有

を図りました。 

 

２ 日常生活支援の充実 

（1）日常生活支援サービスの充実 

・各サービスにおいて、利用希望者に対し必要なサービスを提供しました。 

・就労継続支援事業所のＪ With You糸魚川サテライトが新規開設しました。 

（2）経済的支援 

・障害者交通費助成を、令和５年度からタクシー利用・自動車燃料費助成の共通券

とし、利用しやすくしました。 
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３ 就労支援・雇用促進 

（1）企業の障害者就労理解促進と支援 

・障害者雇用に対する理解を進めるため、就労支援部会で作成した「障害者就労ＤＶ

Ｄ」を活用し、特別支援学校や就労支援事業所での講演会等で活用しました。 

（2）福祉的就労の支援とネットワークづくり 

・ ・農福連携について、新潟県の補助制度を活用し試験的に実施しました。 

（3）就労に関する相談と支援 

・障害者就労に向けて、障害者就業・生活支援センターさくら、ハローワーク、就労

支援事業所等の関係機関で課題を整理・共有しました。 

・市内の公立高校３校に、就労支援の必要性と就労に係る課題について説明しました。 

・特別支援学校生徒に対して、学校、相談支援専門員、行政機関等の関係者で個別支

援会議を開催し、卒業後の支援を行いました。 

 

４ 療育・教育・子育て 

（1）一貫したつながる療育 

・「こども福祉のしおり」を作成しました。 

・新潟県の療育相談の実施回数が増え、早期に相談できるようになりました。 

・医療機関、保健所、福祉事業所、上越圏域センター、行政機関の関係者のみでなく

保護者も含めた会議を開催し、糸魚川市の障害児を支える保健・福祉・医療につい

て検討を行いました。 

（2）就学前及び学校教育の充実 

・妊娠期から出産・子育て期まで一貫して身近で相談に応じ、必要な支援につなぐ伴

奏型相談支援を通して、妊娠期からの家庭支援が充実しました。 

・特別支援学級、特別支援学校等において、子どもたちが社会的自立を目指す学習を

指導しました。 

（3）子育て支援の充実 

・放課後等デイサービス事業所のまた明日いといがわ、ほっぷ・すてっぷの新規開設

により、受入体制が拡大しました。 

・在宅の重度身体障害児に対する訪問入浴サービス事業を開始しました。 

・市外の専門施設での療育に係る交通費助成として、ガソリン代助成に加えて高速道

路料金の助成を開始しました。 

・子ども医療費助成制度の開始により、令和５年 10月から子どもの医療費を無料化

しました。 

（4）医療的ケア児への支援 

・医療的ケアが必要な児童も対象とした放課後等デイサービス、児童発達支援事業所

のほっぷ・すてっぷが新規開設しました。 

・医療的ケア児コーディネーターを配置しました。 

・特別支援学校における看護師配置が充実しました。 

・介護者の事情により一時的に在宅介護が困難となった場合に短期間の入院を利用す

るレスパイト入院の取組が、糸魚川総合病院で継続して行われました。 
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５ 安心して暮らせる場づくり 

（1）防災対策の推進 

・障害者団体と行政で災害時の避難等について意見交換を実施しました。 

（2）人にやさしいまちづくり 

・移動等円滑化（バリアフリー）促進方針推進協議会等において、障害者団体と意見

交換を行い、令和３年度に糸魚川市移動等円滑化促進方針を策定しました。また、

障害者団体とまち歩き点検を行い、歩道の段差の解消等の改善に努めました。 

（3）医療・福祉のネットワークづくり 

・ケア会議において保健師等と連携し、生活習慣の改善やこころとからだの健康づく 

りについて助言等を行いました。 

・重度心身障害者医療費助成制度による助成、自立支援医療制度（育成医療、更生医

療、精神通院医療）の給付を行いました。 

（4）住まいの確保・生活への支援 

・グループホームの要望のある地域で整備について、住民に説明し理解を得ました。 

・山間部に住んでいる一定要件に該当する障害者を対象とし、屋根雪除雪等が困難な

場合に対して除雪費用の一部助成を行いました。 

・地域生活支援拠点事業の利用希望者から登録がありました。 

 

６ 啓発と理解の促進 

  

（1）子どものころからの障害者理解 

・市内の小学校に福祉教育のバリアフリー教室を行い、視覚障害と聴覚障害の当事者

の話を聞き、子どものころからの障害者理解を深めました。 

・こころのバリアフリー教室を市内小学校で実施しました。 

・社会福祉協議会で指定している、社会福祉研究普及校と連携し、充実した福祉教育

を行いました。 

（2）まちぐるみのバリアフリーの推進 

・こころのバリアフリートークを開催し、障害者や支援者からお話いただき、お互い

の理解を深めました。 

・市役所職員を対象として、障害について理解を深める研修を行いました。 

・「バタバタまつり」等のイベントを開催し、福祉サービス事業所の利用者の作品展

示を行い障害者への理解を深め、市民への啓発を行いました。 

・発達障害について、啓発カードを作成し周知しました。 

（3）障害者団体との協働 

・団体への運営費の助成や団体のリーフレット配布協力、意見交換を行いました。 

・バタバタまつりや地域活動支援センターでの活動を通して、障害者同士の交流を実

施しました。 

（4）ボランティアへの支援 

・団体への運営費の助成、広報でのボランティア団体の紹介、意見交換を行いました。 

・社会福祉協議会において、ボランティアフェスティバルを開催しました。 
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第７期計画の基本方針を「障害者（児）・家族・支援者・市民 みんなが笑顔で暮ら

すことのできる地域共生社会の実現」とし、次の７つの施策の柱を設定し、体系的に

推進します。 

 

 

 

 

 

施策の柱  施策の方向 
   

１ 相談支援体制の充実・強化  （1）総合的・専門的な相談支援の実施
と体制の強化 

（2）情報保障の充実 
（3）権利擁護体制の充実 

   

２ 日常生活支援の充実  （1）障害福祉サービスの充実 

（2）経済的支援 

   

３ 就労支援・雇用の促進  （1）企業の障害者就労理解促進と支援 
（2）福祉的就労の支援とネットワークづくり 
（3）就労に関する相談と支援 

   

４ 療育・教育・子育て支援 

の充実 

 （1）一貫したつながる療育 
（2）家庭支援及び学校教育の充実 
（3）子育て支援の充実 
（4）医療的ケア児への支援 

   

５ 安心して暮らせる環境整備  （1）防災対策の推進 
（2）人にやさしいまちづくり 
（3）保健・医療分野との連携 
（4）質の高い生活環境づくり 

   

６ 啓発と理解の促進  （1）学校における障害理解の推進 
（2）まちぐるみのバリアフリーの推進 
（3）障害者団体との協働 
（4）ボランティアへの支援 

   

７ 計画推進のための体制整備  
（1）協議会を通じた取組 
（2）障害福祉人材の確保・定着 

 

第２節 第７期計画の基本方針と体系 

【基本方針】 
障害者（児）・家族・支援者・市民 

みんなが笑顔で暮らすことのできる地域共生社会の実現 
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１ 相談支援体制の充実・強化 
 

 

 

(1)総合的・専門的な相談支援体制 

  当市の障害者に関する一般的な相談窓口は、市役所のほか「地域生活支援センタ

ーこまくさ」、「障害者相談支援事業所エスポアールはやかわ」、「相談支援センター

みずほ」に委託し、障害者からの様々な相談に対応しています。 

福祉サービスを利用している人への計画相談支援は、市内では障害者相談を上記

の３事業所が行い、障害児相談を「発達支援センターめだか園」、「地域生活支援セ

ンターこまくさ」、「相談支援センターみずほ」の３事業所が業務を行い、全ての計

画相談希望者に相談支援専門員を配置しました。 

令和４年度からは、福祉の総合相談窓口として福祉事務所内に地域包括ケア係を

設置しており、引き続き専門性の高い相談支援体制の強化のため、基幹相談支援セ

ンターの体制等について検討します。 

近年は、複雑で専門的な相談が増えており、自立支援協議会の相談支援部会を通

じて、相談支援専門員間で情報共有と対応検討を行っていますが、引き続き各相談

支援事業所と連携した相談体制が求められています。 

  また、障害児については、保護者から相談窓口が不明確との声や、高齢者につい

ては、介護保険制度への移行に対する戸惑いがあり、ライフステージの変化による

支援者や支援方法の変更が課題となり、個別の丁寧な対応が必要です。 

緊急事態に対応する相談体制としては、令和２年度に地域生活支援拠点を開設し

ており、登録者は徐々に増えていますが、実際の緊急利用には至っていません。 

(2)情報保障 

情報保障は、障害の有無等に関わらず、同等の情報が確保されるように情報提供

を行うことで、市ではホームページ・安心メール・市公式 LINEや広報等を情報提供

の手段として活用していますが、多様なニーズに対応した情報発信はまだ不十分と

言えます。 

聴覚障害者には、福祉事務所内で「手話通訳者」を設置しています。また、手話

通訳者の養成のため「奉仕員養成講座」を実施し、市民から手話に関心を持っても

らえるように市民向け「手話ミニ講座」を実施しています。今後はさらに、要約筆

記ボランティアの養成も必要です。 

  視覚障害者には、ボランティア団体による点訳、広報の音声録音ＣＤの配布、本

や郵便物等を対面で読んでもらう対面朗読を実施していますが、今後は音声認識ソ

フトウェア等のコミュニケーションツールを活用した対応も必要です。 

現状と課題 

 

第３節 施策別計画 
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(3)権利擁護体制 

権利擁護支援のための成年後見制度の安定した運用のため、法人後見を行う社会

福祉法人に助成を行っており、本人の権利を擁護する体制づくりと制度の利用促進

が必要です。 

障害者虐待対応では、虐待に関する理解を進め、適切な対応について啓発に努め

る必要があります。また、虐待事案が発生した時にスムーズに対応できるようマニ

ュアルの整備が必要です。 

障害者差別解消については、平成 30年度から「糸魚川市障害者差別解消支援地域

協議会」を開催し、障害者の権利の必要性、重要性について共有化を図っています

が、より多くの市民からも理解を深めてもらう必要があります。 

 

 

 

 (1) 総合的・専門的な相談支援の実施と体制の強化 

推進 
施策 

取組内容 

① 相談窓口の充実・強化 

 ・福祉サービス利用に関わらず、まずは「気軽に相談できる」体制を整え、

各相談機関が関係機関とつなぐ役割を担います。 

・総合的・専門的な相談に対応する「基幹相談支援センター」の機能を担う

体制を検討し、相談窓口体制を強化します。 

・「こども福祉のしおり」を活用し、子どもの相談窓口を明確にするととも

に、教育委員会と福祉事務所の連携による相談体制を強化します。 

② 途切れのない相談支援 

 ・「地域検討会」を開催し、福祉事業所の担当者間で、支援が困難な方のケ

ース検討を行い、課題を掘り起こし、より良い支援につなげます。 

・「相談員連絡会」を定期的に開催し、相談支援専門員間の横のつながりを

持ち、地域全体として相談の質を高めます。 

・乳幼児期から高齢期まで、息の長い支援ができるよう、家庭・地域・福祉・

医療・教育等の関係機関のネットワーク化を進め、途切れのない相談支援

体制を強化します。 

・介護保険の対象となる人に対しては、相談支援専門員と地域包括支援セン

ターのケアマネージャーと連絡調整しながら介護保険制度への移行を進

めます。 

・子どもに対する相談は、相談支援専門員や他の専門職ともつながる中で、

乳幼児期から学齢期まで一貫して行います。 

③ 地域生活支援拠点の活用 

 ・障害者の家族が急に在宅介護できない場合や虐待からの一時避難等、緊急

対応が必要な時には、「地域生活支援拠点」を活用します。 

施策の方向 
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 (2) 情報保障の充実 

推進 
施策 

取組内容 

① 情報提供の充実 

 ・障害特性に配慮した、わかりやすく、使いやすいホームページづくりに努

めます。 

・「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（読書バリアフリー

法）」に基づき、視覚障害者等の読書環境の整備を推進します。 

・ボランティア団体による声の広報や、点訳等を継続するとともに、音声訳

による対面朗読についても朗読者の派遣を行います。 

・「障害者福祉のしおり」を毎年作成し、広く希望者に配布します。また音

声での聞き取りが可能になるように音声読み上げ版のテキスト化を行い

ます。 

② 意思疎通支援の充実 

 ・手話言語条例に基づき、手話の普及や啓発を進める中で、聴覚障害者とそ

れ以外の住民が互いを尊重し共生できる地域づくりを進めます。 

・市役所に手話通訳者を設置します。 

・手話通訳を必要とする聴覚障害者に手話通訳者を派遣します。 

・手話通訳者養成のための養成講座と、より手話に親しんでいただくための

市民向けミニ講座を行います。 

・音声認識ソフトウェア等の機器を窓口で使用することで、聴覚障害者との

会話をサポートします。 

・要約筆記ボランティアの養成に取り組みます。 

 

(3) 権利擁護体制の充実 

推進 
施策 取組内容 

① 権利擁護支援のためのネットワークづくり 

 ・本人支援のために専門職・関係機関との協力体制を構築し、意思決定支援、

身上保護を重視した後見活動を支援します。 

・相談機能の充実のほか、制度活用のための事例検討や受任調整会議等を実

施し体制の整備を進めます。 

② 地域のニーズに対応した利用支援の充実 

 ・法人後見を実施する社会福祉法人に助成を行います。 

・市民後見人の育成のため、養成講座やフォローアップ研修等を実施します。 

・経済的に不安のある人でも成年後見制度が利用できるよう、後見人等に対

する報酬等の助成事業を行います。 

・積極的な制度利用が必要なケースの場合は、相談支援事業所等と連携し、

相談対応や申立支援を行います。 
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③ 成年後見制度の活用のための普及啓発 

 ・将来、本人や親族等が成年後見制度を利用する必要が生じた際に、適切に

制度を利用することができるよう、一般市民向けの普及啓発事業を実施し

ます。 

④ 虐待防止対策の取組 

 ・保護者、障害者施設の職員、相談支援専門員等を対象に、虐待に関する理

解の促進を図り、虐待防止の啓発に努めます。 

・相談体制の充実を図り、未然防止等の取組を進めます。 

・虐待防止マニュアルを活用し、関係機関等との密接な連携のもと、早期発

見、早期対応に努めます。 

・虐待を受けた障害者への心のケアや支援を行います。 

⑤ 障害者への差別解消の取組 

 ・障害者差別解消法及び障害者の雇用の促進等に関する法律（以下、「障害

者雇用促進法」という。）の趣旨を、広く市民に理解してもらえるよう、

市や民間の広報やパンフレット、研修会等により理解を進めます。 

・糸魚川市障害者差別解消支援地域協議会を定期的に開催し、事例の共有や

解決に努めます。 

・障害者へ合理的配慮を提供する民間事業所等に助成を行います。 

・市職員においては、全ての窓口等で適切な対応に努めます。 
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２ 日常生活支援の充実 

 

 

 

(1)障害福祉サービスの充実 

  障害者が住み慣れた地域で自立した生活を営むため、障害者の特性や状況に応じ

て、介護給付や訓練等給付費等の障害福祉サービスの提供を行っています。 

  市内で提供できる障害福祉サービスにも限りがありますが、限られた資源の中で、

必要とするサービス支給量は概ね確保されている状況にあります。 

  しかし、障害者のライフステージの変化や家族の高齢化等に伴う家族形態の変化

により、サービス利用者のニーズは多様化しており、今後とも、適切なサービス支

給量の確保が必要となっています。 

  ささえあいプラン作成のための市民アンケート調査での「障害者のための施策の

うち、どのようなサービスにもっと力を入れる必要があると思いますか。」という問

いに対して、訪問系サービス、移動支援、相談支援といった日常生活に係るサービ

スを必要とすると回答した割合が高くなっています。 

  また、国の法律改正等に伴う動向にも注視し、利用者ニーズを把握するとともに、

自立支援協議会を活用しながら、サービス事業者と連携し、市として必要な施策を

検討を行い、サービス提供体制を整える必要があります。 

 

(2)経済的支援 

障害者の生活基盤を確立するため、障害の程度や状況によって、障害年金や特別

児童扶養手当等の各種手当の制度があります。 

また、市では障害者の経済的負担を軽減するため、特別障害者手当等の支給や重

度心身障害者医療費助成制度、自立支援医療制度による医療助成、社会参加を促進

するための障害者交通費の助成等を行っています。 

ささえあいプラン作成のための市民アンケート調査での「糸魚川市の施策や福祉

サービスなどを知っていますか。」という問いに対して、タクシー券・燃料券、おで

かけパスを知っていると回答した割合は 76％と高く、サービスの認知が進んでいま

す。 

今後も継続した助成を行うとともに、受給資格者に不利益が生じないよう、確実

な情報提供等に努める必要があります。 

  

現状と課題 

 



素案          （Ｒ５ 第２回糸魚川市地域自立支援協議会 資料） 

- 31 - 

 

(1) 障害福祉サービスの充実 

推進 
施策 

取組内容 

① 訪問系サービスの充実 

 ・訪問系サービスについては、必要なサービス支給量の確保、人材の確保、

新たなサービス提供について事業所に働きかけます。 

・家庭において入浴等の支援が困難な重度身体障害者等に対して、ホームヘ

ルパーによる入浴介助や訪問入浴サービスを実施します。 

② 日中活動系サービスの充実 

 ・生活介護については、市内事業所の受入れとともに介護保険施設の基準該

当事業所の利用を進めます。 

・居場所づくりとしての、地域活動支援センターの充実や日中一時支援事業

を実施し、日中活動の場を提供します。 

・一般就労が困難な方に、働く場を提供し、知識や能力向上のために必要な

訓練を行う場を拡充します。 

・余暇活動の場の設定と移動支援を組み合わせた支援を検討します。 

③ 居住系サービスの充実 

 ・在宅での生活が困難な障害者については、入所施設等において適切な介護、

訓練が受けられるよう支援します。 

・入所者の高齢化に対応するため、施設職員のスキルアップを図るともに、

高齢者施設へスムーズに移行できるように関係者での連携を進めます。 

・重度心身障害者等の医療が必要な人に対するサービスについても、市内外

の施設利用ができるよう、受入体制を拡充します。 

・グループホーム整備により受入体制を拡充します。 

・地域生活支援拠点により、緊急時の居場所の確保等に対応します。 

・精神科病院の入院患者等、地域への移行を進めるため、地域生活に必要な

居住に関する支援や地域生活に移行するための相談等を実施します。 

④  共生型サービスの充実 

 ・共生型サービスにより、障害者も介護保険施設を利用し、障害者施設だけ

では不足する社会資源を拡大できるように対応します。 

・利用者のニーズに合ったサービスを受けられるよう、サービス事業所等と

連携します。 

⑤  余暇支援の充実 

 ・スポーツ活動をはじめとした余暇活動を支援します。 

・余暇活動とボランティアをつなぎ、民間事業所も参加できるような仕組み

づくりを検討します。 

  

施策の方向 

 



素案          （Ｒ５ 第２回糸魚川市地域自立支援協議会 資料） 

- 32 - 

 

(2) 経済的支援 

推進 
施策 取組内容 

① 各種手当の支給 

 ・受給資格者に対して不利益が生じないように、手続き等について確実な情

報提供を行うとともに、各種手当の支給を行います。 

② 各種助成制度の充実 

 ・社会福祉協議会による生活福祉資金貸付制度や住宅改修に係る補助制度等

の支援を行います。 

・障害福祉サービスの利用に伴い、自己負担額が過大となった世帯に対して、

上限月額を超えた自己負担額を払い戻します。 

・身体(１～３級)、知的(Ａ判定)、精神(１級)の重度の障害者へ重度心身障

害者医療費助成制度による助成を行い、特定の病気等に対する自立支援医

療制度（育成医療、更生医療、精神通院医療）の周知・給付を行います。 

・市の施設の利用料減免制度や有料道路通行料割引、交通費助成等制度の周

知に努め、利用の促進を図ります。 

推進 
施策 

取組内容 

⑥  移動サービスの充実 

 ・屋外での移動が困難なため、余暇活動等の社会参加ができない人等に対し

て移動支援事業による外出支援を充実させます。 

・複数の利用者を支援する「グループ型支援」の実施について検討します。 

・障害者の社会参加促進を図るため、タクシー料金や自動車燃料費の助成を

行います。 

・市内路線バスの定期券「おでかけパス」の購入費助成を行います。 

⑦ 福祉用具支給の充実 

 ・失われた身体機能を補うための補装具や安定した日常生活を送るために必

要な日常生活用具等を給付します。 

・福祉用具については、ニーズを把握し対象品目の追加や金額の見直し等を

行います。 
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３ 就労支援・雇用の促進 

 

 

 

(1) 企業の障害者就労理解促進 

  「障害者雇用促進法」で、事業主に対して、従業員に占める障害者の割合が一定

率（法定雇用率）以上になるように義務づけられ、令和５年３月の法改正により、

令和６年４月以降は 2.5％、令和８年７月以降は 2.7％に段階的に引き上げられるこ

とが決まっています。 

  現在、糸魚川市内で障害者雇用促進法の対象となる従業員数以上の民間企業数は

43社で、実雇用率は 2.85％（令和４年６月１日現在）となっており、新潟県平均の

2.23％を上回っています。当市は法定雇用率の対象とならない小規模・零細企業が

多く、雇用したくてもサポートする人材が不足している、就労のための通勤方法の

確保に課題があるという意見もあり、就労前後のサポートの必要性が浮かび上がり

ました。また、企業側への説明会を実施していますが、業種によって関心に差があ

る状況です。 

令和４年度の一般企業へ就職実績は、就労支援事業所から６人、特別支援学校か

ら１人であり、職種は福祉施設や建設業等、様々な職場で就労しています。今後も、

新たに創設される就労選択支援サービスや就労定着支援サービスにより職場定着

できるような支援を行い、一人でも多くの人が本人に合った就労に結びつくよう、

引き続き、ハローワーク、障害者就業・生活支援センターさくら、就労支援事業所、

特別支援学校等と連携する体制が必要です。 

 

(2)福祉的就労の支援 

一般就労が難しい障害者については、能力や適性に応じた福祉的就労の場を確保

することが必要です。また、工賃収入を増やす中で、本人が働くことへのやりがい

を持ち、生活全般の意欲向上につながるよう支援することも必要です。 

 また、就労継続支援事業所では、農福連携として農作物の栽培支援や鳥の飼育等

を実施していますが、農業をはじめとした第一次産業に関わらず、第二次、第三次

産業をつなぐ中で、糸魚川の資源を活かした取組について検討が必要です。 

 

(3)就労に関する相談と支援 

障害者の就労に関する相談は、福祉の相談窓口だけでなく、ハローワークや障害

者就業・生活支援センターさくらの出張相談会等、就労に特化した専門的な相談を

受ける体制ができています。 

しかし、企業において病気や障害を抱える従業員への相談等については、「相談

しづらい。相談場所がわからない。」という意見があります。今後は、法改正に伴

う一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時利用について、企業と連携した相談

支援体制づくりも重要となります。 

現状と課題 
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  また、特別支援学校の生徒等については、在学中の実習時点から就労支援を行う

体制があり、学校を中心に関係者の協力による個別支援が行われています。 

 

 

 

(1) 企業の障害者就労理解促進と支援 

推進 
施策 

取組内容 

① 地元企業との連携 

 ・企業の障害者雇用に対するニーズの把握に努めます。 

・地域の企業と連携し、企業の求める人材の育成と、業務の開拓、環境調整

等により、障害者が貴重な仕事の担い手となるよう支援することで、法定

雇用率の引き上げにつなげます。 

② 企業等への制度の啓発 

 ・企業に対し各種助成制度等の情報を発信し、障害者の雇用拡大を働きかけ

ます。 

・ハローワーク等と連携し、障害者を雇用している企業の講演会、市内就労

支援事業所の見学会等、障害者就労への理解を進めるための周知を行い、

就労訓練の場の確保に努めます。 

・障害者を多数雇用している企業に対し、優遇措置を行います。 

・障害者の就労支援の全体像が分かるハンドブックを作成し、啓発を進めま

す。 

 

(2) 福祉的就労の支援とネットワークづくり 

推進 
施策 取組内容 

① 就労支援の充実 

 ・就労継続支援事業所において、一般企業等での就労が困難な人に対し、就

労の機会や生産活動の場を提供し、障害の特性に応じた支援を行います。 

・障害を持つ人の希望や能力に合う仕事探しを支援し、関係機関との橋渡し

を担う就労選択支援の取組を行います。 

② ネットワークを活用した就労機会の確保・提供 

 ・企業等からの業務委託の啓発を行い、農業を含め、福祉事業所で作業可能

な部分の積極的な受託を促します。 

・就労支援部会の活動充実によるネットワークづくりを行います。 

 

 

 

 

施策の方向 
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(3) 就労に関する相談と支援 

推進 
施策 

取組内容 

① 就労の相談 

 ・障害者就業・生活支援センターさくらの出張相談会、就労支援事業所、ハ

ローワーク、相談支援事業所による相談等、就労に関する相談について随

時対応します。 

・企業において病気や障害を抱える従業員への相談等について、関係機関で

連携し支援を行います。 

・事業所間で情報共有を図り、本人の選択によるスムーズな就労ができるよ

うに支援を行います。 

② 特別支援学校生徒等の進路への支援 

 ・特別支援学校の個別教育支援計画と個別移行支援計画をもとに、教育・福

祉・雇用の関係機関が連携し、本人の希望や能力に応じた進路選択を支援

します。 

・福祉的就労を希望する生徒に対して、卒業後も途切れない支援ができるよ

う、相談支援専門員が早期に関わります。 

・社会適応がスムーズにいかず、サポートが必要な生徒に対して気軽に相談

できる環境づくりを行います。 
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４ 療育・教育・子育て支援の充実 

 

 

 

  当市では、日本一の子どもを育てる「0歳から 18歳までの子ども一貫教育方針」

により、子どもの発達段階に応じた、途切れのない支援を目指しています。 

出生数が減少する中、支援が必要な子どもは増加しており、さらなる関係機関の連

携の仕組みづくりや、幼児期からの専門性の高いきめ細かな療育支援の継続が求めら

れています。 

 

⑴ 一貫したつながる療育 

当市では、出生時から子どもの発達を促す関わりを推進し、発達に心配がある子ど

もについては、必要に応じて児童発達支援サービスにつなげ、早期の療育相談や相談

支援を行っています。 

学校教育においては、特別支援学級や通級指導教室のほか、特別支援学校は市立ひ

すいの里総合学校（小学部・中学部）と、新潟県立高田特別支援学校白嶺分校（高等

部）のみならず、障害児や特別な支援を必要とする子どもへの指導を行っています。 

障害児の相談については、「相談窓口がいくつもあり、どこに相談して良いかわか

らない。」、「保育園や学校を卒業する節目ごとに支援が途切れると感じる。」といった

声があり、支援の継続性が求められています。 

⑵家庭支援及び学校教育 

  発達障害やその疑いのある子どもの増加に伴い、子育てや療育支援の充実とともに

家庭内での子どもの愛着形成や発達を促す関わりへの取組を進めています。 

  また、学校教育では、障害の状況や発達特性に応じたきめ細かな支援を行うことが

できるよう、教育の質を高める取組とともに、スクールカウンセラー等の他職種によ

る連携の強化が重要となってきています。 

(3)子育て支援の充実 

就学児を対象とした放課後等デイサービスは、これまで実施事業所が１か所でした

が、令和５年度に３か所に増えました。また、多くの人から利用できるようになり、

療育手帳の所持していない発達障害児から医療的ケアを必要とする児童まで幅広く

サービス提供ができる体制が整いました。引き続き、支援体制の充実を目指した取組

を進めます。 

(4)医療的ケア児への支援 

令和５年度に、重症心身障害児にも対応できる児童発達支援事業所が開設し、医

療的ケアが必要な方に対する支援が強化されました。また、市立やまのい保育園に

は看護師が配置されており、市立ひすいの里総合学校においても看護師の配置が充

実してきています。 

現状と課題 
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しかし、重症心身障害児にも対応できる施設入浴の利用ニーズには十分対応でき

ていないことから支援体制の充実に向けた取組を進めます。 

 

 

 

(1) 一貫したつながる療育 

推進 
施策 

取組内容 

① わかりやすい相談窓口の設置 

 ・「こども福祉のしおり」を活用し、子どもの相談窓口を明確にするととも

に、教育委員会と福祉事務所の連携による相談体制を強化します。 

・「子どものことばとこころの発達相談」や新潟県で実施している「療育相談」

で専門家による療育相談を行います。 

・障害児相談支援専門員が障害児利用支援計画をもとに、保育園等と連携し

て支援を行います。 

・特別支援教育コーディネーターを中心とした相談体制の充実を図ります。 

・子どもに対する相談は、相談支援専門員や他の専門職ともつながる中で、

乳幼児期から学齢期まで一貫して行います。 

②  わかりやすい福祉サービスの情報発信 

 ・「こども福祉のしおり」を作成し、広く希望者に配布します。 

・「幼児ことばの相談室」や、障害児通所支援事業の利用を希望する人に対し

て情報提供を行い、より良い療育体制を目指します。 

 

(2) 家庭支援及び学校教育の充実 

推進 
施策 

取組内容 

① 家庭支援の充実 

 
・乳幼児健康診断等の機会を活用し、０歳から発達を促す家庭教育を支援し

ます。 

② 学校教育の充実 

 ・市立ひすいの里総合学校、新潟県立高田特別支援学校白嶺分校等特別支援

学校において、社会的自立を目指す学習を指導します。 

・支援の必要性に応じて家庭・地域・県と連携し、専門性の高い教育の充実

を図ります。 

③ 教育相談の充実 

 ・特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室在籍児童生徒のみならず特別

な支援を必要とする子どもに対し教育・福祉・医療が連携し、途切れのな

い相談支援を図ります。 

 

施策の方向 
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(3) 子育て支援の充実 

推進 
施策 

取組内容 

① 安心した子育てへの支援 

 ・放課後等デイサービスや児童発達支援における様々な体験を通じて、子ど

もの発達支援の充実を図ります。 

・保護者の集いを開催し保護者間のつながりをつくり、安心した子育てにつ

なげます。 

・福祉サービスを活用し、介護者の事情により一時的に在宅介護が困難とな

った場合に短期間の入院等のレスパイトを実施します。 

② 経済的な負担の軽減 

 ・障害福祉サービスの利用に伴い、自己負担額が過大となった世帯に対し、

上限月額を超えた自己負担額を払い戻します。 

・市外の療育施設に通う子どもの通院に対して自動車燃料費、高速道路料金

の助成を行います。 

・子ども医療費助成制度の開始により、令和５年 10月から子どもの医療費

を無料化しました。 

・福祉サービス利用における月額自己負担額算定の世帯要件を緩和します。 

 

(4) 医療的ケア児への支援 

推進 
施策 

取組内容 

① 支援体制の連携強化 

 ・重症心身障害児が利用できる福祉事業所と課題を共有し、サービス内容の

充実を図ります。 

・医療的ケア児が必要とする保健・医療・福祉・教育等の多分野にまたがる

支援利用の調整等を行う医療的ケア児コーディネーターと連携し、途切れ

のない相談支援を行います。 

・「相談支援ファイル」を活用し、途切れのない支援を提供していきます。 

・重症心身障害児にも対応できる施設入浴設備の利用ニーズに対し、サービ

ス提供に対する支援を行います。 

・家庭において入浴等の支援が困難な重症心身障害児に対して、訪問入浴サ

ービスを実施します。 
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５ 安心して暮らせる環境の整備 

 

 

 

少子高齢化が進む現代社会において、人材の不足やサービスの低下等が大きな社会

課題となっています。「支える側」「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と

人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮ら

す「地域共生社会」を創っていくことが重要です。 

 

(1)防災対策の推進 

自然豊かな当市は、地すべりや風水害等の自然災害が発生しやすい地域です。一人

ひとりが自分の身の安全を守る意識を持つとともに、行政や地域は防災対策を整える

必要があります。 

特に、耳や目や身体が不自由で支援が必要な人は、避難訓練の参加も困難であり、

災害時の避難については、個別支援計画の作成と的確な防災情報の入手や地域住民に

よる自主防災の取組が求められています。 

 

(2)人にやさしいまちづくり 

多数の人が利用する建築物については「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律」により徐々にバリアフリー化が進んでおり、歩行空間についても、新

潟県の「バリアフリーまちづくり事業」と連携しながら歩道への点字ブロック敷設や

信号機の設置等の整備が進められています。 

今後も、誰もが利用しやすい施設や暮らしやすいまちを目指してバリアフリー化を

進める必要があります。 

 

(3)保健・医療分野との連携 

 生活習慣病は、障害の原因にもなり得ることから、健康に対する意識づけが重要で

す。市の保健師、栄養士等と連携し、家族を含めた健康に対する理解促進に努める必

要があります。 

また、統合失調症やうつ病等の他に発達障害で精神福祉保健手帳を取得する人も多

くなってきていますが、市内には精神科が少なく入院施設もありません。受診体制の

維持が課題となっています。 

 

(4)質の高い生活環境づくり 

住まいと暮らしへの支援は、地域で暮らす障害者やその家族にとって大きな課題で

す。 

 「ささえあいプラン作成のための市民アンケート調査」では、親亡き後の生活を心

配する意見がありました。 

現状と課題 
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市として、その受け皿となるグループホームの整備助成や地域住民への理解周知に

取り組み、令和元年度に「ホームつくし糸魚川」、令和２年度に「グループホーム ハ

ウズ ルーエ」が開設されましたが、グループホームのない能生地域においては強い

要望があり、早期の整備が必要です。 

 また、アパート等で単身生活を希望する人もあり、地域で生活していくための支援

を継続していく必要があります。 

 

 

 

(1)防災対策の推進 

推進 
施策 

取組内容 

① 防災・安全対策の実施 

 ・障害等により災害時に支援が必要な人に対して「避難行動要支援者登録」

を案内し、災害時の行動について自ら考える等、防災に対する正しい知識

の周知に努めます。 

・行政として災害発生時に迅速かつ的確な支援を行えるように、民生委員や

地域の自主防災組織と連携しながら要援護者の支援体制を検討し、障害者

が積極的に防災訓練に参加できるよう取り組みます。 

・福祉や医療の対応が必要な人のために福祉避難所の確保を検討します。 

・避難所での安全な移動の配慮、視覚障害や聴覚障害等、各障害に応じた情

報伝達の配慮や必要物品の配置等の環境整備に努めます。 

② 緊急時の情報発信 

 ・緊急時の情報発信として、広報防災無線、安心メール、市公式 LINE 等で

発信します。 

・視覚障害者用ラジオの普及や、聴覚障害者へのＮＥＴ１１９番等の登録を

推進し、災害時における情報提供に努めます。 

・ひとり暮らしの重度障害がある人等が、急病や災害時等の緊急事態に迅速

かつ適切な対応を図れるよう、緊急通報装置の設置を推進します。 

 

(2) 人にやさしいまちづくり 

推進 
施策 取組内容 

① ハード面のバリアフリー 

 ・公共事業による建築物の新設や歩道等の改修を行う際には、事前に障害者

団体等からの意見聴取を行う中で、障害者でも安全に安心して利用できる

ようなユニバーサルデザインを推進します。 

・障害者への合理的配慮を行った民間事業所に対して助成を行います。 

・公共施設を新設するときには、各障害等の特性に対応したバリアフリート

イレの整備に努めます。 

施策の方向 
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(3) 保健・医療分野との連携 

推進 
施策 

取組内容 

① 保健との連携 

 ・健康づくりを支援するため、各種健診やがん検診、歯科検診、健康相談等

を実施し、障害者やその家族への受診の周知と働きかけを行います。 

・保健師、栄養士等と連携し、生活習慣の改善やこころとからだの健康づく

りを推進します。 

② 医療との連携 

 ・上越圏域での、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向け

て関係機関と協議を行います。 

・障害者にとっての「かかりつけ医」、「認定障害者診療医（歯科）」や、年々

増加している精神科受診患者等、身近な医療機関は大事な存在であり、今

後も引き続き地域で受診できる体制づくりに努めます。 

 

(4) 質の高い生活環境づくり 

推進 
施策 

取組内容 

① 住まいの確保 

 ・保護者等からの要望が多い能生地域のグループホームの整備を進めます。 

・新たにグループホームを整備する法人に対し、国県の助成金に加え、市も

建設費の一部を助成するとともに、地域住民ヘの周知と理解を進めます。 

・将来的にグループホームでの生活やアパート等での一人暮らしを目指す人

に対し、短期入所や宿泊型自立訓練施設の利用を通して、個々にあった住

まいの確保を支援します。 

・緊急時の住まいの確保として、地域生活支援拠点を有効に活用します。 

②  生活への支援 

 ・山間部に住んでいる一定要件に該当する障害者を対象とし、屋根雪除雪等

が困難な場合に対して除雪に係る費用の一部助成を行います。 
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６ 啓発と理解の促進 

 

 

 

⑴ 学校における障害者理解の推進 

当市は「０歳から 18歳までの子ども一貫教育方針」のもと、子どものころからの障 

害等に対する正しい理解を深めています。 

子どもたちを対象に、「こころのバリアフリー教室」や「こころのバリアフリー講座」 

の実施、「社会福祉研究普及校」との連携を継続的に行うことにより、障害や病気に対

する理解を深める取組が必要です。 

 

⑵ まちぐるみのバリアフリーの推進 

令和３年５月に障害者差別解消法が改正され、合理的配慮の提供が民間事業者にも 

義務付けられました。民間事業者での合理的配慮が促進されるよう、合理的配慮に必

要な経費を助成するとともに、企業に対しても研修等の機会を提供することが必要で

す。 

また、イベントや広報誌等を通し、市民への障害に対する理解・啓発を推進する必 

要があります。 

 

⑶障害者団体との協働 

障害者団体の活性化のため、活動費等の支援を行っていますが、各団体でも会員が 

高齢化し、会員数も減少傾向にあります。 

また、障害者同士の交流の場も少ないため、障害者団体等のニーズを把握する中で、 

障害者スポーツ等の機会創出への支援等を行う必要があります。 

 

⑷ボランティアへの支援 

市内では、手話、点字、朗読等のボランティア団体が活動しており、団体の活動を 

継続していくために、活動の運営費の一部を助成しています。 

本計画の策定に伴い、ボランティア団体へのグループインタビューを行った結果、 

各団体とも、会員の高齢化や会員数の減少に伴う、活動の縮小傾向、運営体制維持に

対する不安の声がありました。今後の活動に支障がないよう、団体活動の周知、資格

養成講座等を実施する必要があります。 

また、ボランティアの育成については、社会福祉協議会を核とし、各種支援団体と 

連携し、より多くの市民ボランティアの養成と活動の場の検討が必要です。 

 

 

 

 

 

現状と課題 
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(1) 学校における障害理解の推進 

推進 
施策 

取組内容 

① 学校における福祉教育の充実 

 ・子どもたちに対し地域の障害者から学ぶ「こころのバリアフリー教室」や

「こころのバリアフリー講座」を実施し、学校における障害理解を推進し

ます。 

・社会福祉協議会で指定している「社会福祉研究普及校」と連携し、より充

実した福祉教育を行います。 

② 特別支援学校との交流 

 ・特別支援学校との交流による福祉学習を実施し、早期段階において、障害

者への理解の普及に努めます。 

・障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する環境づ

くりに努めます。 

 

(2) まちぐるみのバリアフリーの推進 

推進 
施策 取組内容 

① ソフト面のバリアフリー 

 ・企業等に対して合理的配慮に対する研修を提案し、障害について理解を進

めるように努めます。 

・障害者への合理的配慮を行った民間事業所に対して助成を行います。 

② 広報等による住民の理解・啓発 

 ・市の広報誌、ホームページや社会福祉協議会の「いといがわ社協だより」

等に障害者福祉の情報の提供を行い、住民への理解・啓発を推進します。 

・民間団体の広報紙等でも障害の情報掲載を依頼し、啓発に努めます。 

③ イベント等による啓発 

 ・美術、工芸等、福祉事業所で普段から制作している作品の展示を積極的に

行います。 

・福祉関係イベントや民間のイベントに参加し、障害者団体や事業所の活動

を周知し、啓発に努めます。 

・障害福祉に関心をもってもらえるようなイベント等を開催します。 

 

 

 

 

施策の方向 
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 (3) 障害者団体との協働 

推進 
施策 

取組内容 

① 障害者団体との協働 

 ・障害者団体の活動を活性化するため、団体のリーフレット配布の協力や活

動費の一部助成等を行うとともに、障害者団体と相談・協働しながら支援

を行います。 

② 障害者同士の交流 

 ・障害者同士が交流する機会を作るため、障害者団体とも連携する中で、意

見交換やスポーツ等の機会創出を支援します。 

・地域が主体の障害者スポーツ教室等の開催を支援します。 

 

(4) ボランティアへの支援 

推進 
施策 取組内容 

① 障害者ボランティア団体への支援 

 ・団体の活動を継続していくために、団体活動の周知や運営費の一部助成を

行います。 

② 市民ボランティアの充実 

 ・地域で障害福祉のために活動する手話、点訳、朗読、要約筆記等の市民ボ

ランティアの人材育成を支援します。 

・社会福祉協議会を核とし、支援団体と協力しながらボランティアの養成を

行うとともに、民間事業所や市民が協力できるボランティア体制づくりを

検討します。 
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7 計画推進のための体制整備 

 

 

 

(1) 協議会を通じた取組 

自立支援協議会は、各専門部会で把握した障害に係る地域の課題を共有し、検討、

改善、解決等を行う役割を担います。 

令和５年度の障害者総合支援法の改正に伴い、協議会の活性化を図り、障害者個々

の事例について情報共有するとともに、関係機関による協議会への情報提供が努力

義務化されます。 

当市では、令和５年度に協議会の本会・運営本部・各専門部会の縦と横のつなが

りを強固にし、障害者個々の事例について共通認識を持ち、障害福祉の地域課題に

取り組むために、組織体系の見直しを行いました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 障害福祉人材の確保・定着 

全国的にホームヘルパーや施設職員等のサービスの担い手である福祉・介護従事

者の確保が困難な状況となっています。 

将来にわたって安定的に障害福祉サービス等を提供していくためには、提供体制

の確保と併せて、人材の確保、ＩＣＴの導入による事務負担の軽減が必要です。 

現状と課題 

 

情報発信

本　会

運営本部

　相談支援
　・相談員連絡会議
　・地域検討会

就労支援 こども療育 権利擁護 移動支援

糸魚川市地域自立支援協議会

専門部会
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(1) 協議会を通じた取組 

推進 
施策 取組内容 

① 協議会を通じた取組 

 ・協議会及び各専門部会において個別事例の検討を通じた地域サービス基盤

の開発・改善等を行う取組を行うとともに、これらの取組を行うために必

要な協議会の体制を確保します。 

 

(2) 障害福祉人材の確保・定着 

推進 
施策 

取組内容 

① 障害福祉人材の確保・定着 

 ・市の広報誌への情報掲載や学生の職業体験等の機会を捉えて、障害福祉の

職場が魅力的な職場であることの情報提供を行い、啓発に努めます。 

・福祉事業所に対し、国県からの職場環境の整備やハラスメント対策、ＩＣ

Ｔの導入による事務負担の軽減に係る情報提供を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向 
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１ 福祉サービス等について 

  平成 17年 10月の「障害者自立支援法」成立により、障害福祉サービスは市町村

が主体となって、障害者の自立支援に必要な介護給付サービスや、就労支援、地域

生活移行に関わるサービスを一元的に提供する仕組みとなり、平成 25年 4月施行の

「障害者総合支援法」でもその仕組みが継承され、福祉サービスの充実や日常生活

及び社会生活を総合的に支援すること等を進めています。 

 障害者総合支援法によるサービスは、次の二つに大別されます。 

（1）「自立支援給付」：障害者の障害程度や勘案すべき事項（社会活動や介護者、居

住等の状況）を踏まえ、個別に支給決定が行われるもので、大きく「介護給付」「訓

練等給付」「自立支援医療」「補装具」の4つに分類されます。このうち、「介護

給付」の9種類のサービスと「訓練等給付」の6種類のサービスを合わせて「障害福

祉サービス」といいます。 

令和５年５月の障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保

するための基本的な指針の一部改正により、「入所等から地域生活への移行、地域

生活の継続の支援」、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」、「福

祉施設から一般就労への移行等」、「障害児のサービス提供体制の計画的な構築」、

「発達障害者等支援の一層の充実」、「地域における相談支援体制の充実・強化」、

「障害者等に対する虐待の防止」、「地域共生社会の実現に向けた取組」、「障害

福祉サービスの質の確保」、「障害福祉人材の確保・定着」、「よりきめ細かい地

域ニーズを踏まえた障害（児）福祉計画の推進」、「障害者総合支援法に基づく難

病患者への支援の明確化」が計画作成するに当たって、即すべき事項とされました。 

障害福祉サービスを利用する人に対しては「計画相談支援」により、サービス等

利用計画の作成が義務付けられています。 

（2）「地域生活支援事業」：市が実施主体となる法定化された事業であり、市町村の

創意工夫により利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる事業です。 

事業としては、「理解促進研修・啓発事業」「相談支援事業」「成年後見制度利

用支事業」「意思疎通支援事業」「日常生活用具給付等事業」「移動支援事業」「地

域活動支援センター」等があります。 

 

第１節 福祉サービス等の内容 

第４章 糸魚川市ささえあいプラン（障害福祉計画） 
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 ２ 福祉サービス等の提供に当たっての現状と課題 

 市民へのアンケート、障害者団体やボランティア団体とのグループインタビューの

内容について自立支援協議会等で課題を分析しました。 

 

（1）相談支援の体制づくり 

  相談には、障害に至る前の相談も含めた「一般相談」や障害福祉サービスを利用す

る人に対する「計画相談支援」があり、相談支援専門員を中心に相談に応じています。

相談は複雑化し、多方面にわたっており、障害から保健、医療等へつなぐ役割も多く

総合的・専門的な相談支援体系の整理が必要です。 

 

（2）障害者や家族の高齢化 

  障害者の高齢化とあわせて、「親亡き後」の生活支援が大きな課題です。支援を受

けながら、自宅やグループホームで生活ができる能力を身につける支援により将来に

備えることが重要です。また、高齢障害者の介護保険制度へのスムーズな移行も課題

です。 

 

（3）就労へのつながりのある支援 

  一般就労や福祉的就労は、収入を得るだけでなく、社会の中で役割を持ち、生きが

いを見つけ、一人ひとりの個性と能力を発揮できる活躍の場を持つためにも重要です。

就労を促進するために、関係機関が連携し企業等へ情報提供をすると同時に、就労を

希望する人には、就労のための能力向上、就労選択のきめ細かい支援、就労継続のた

めの支援が必要です。 

 

（4）安心して暮らせる環境づくり 

ささえあいプラン作成のための市民アンケート調査で「災害が発生した時、自力で

避難することができない人（障害者や高齢者等）に対する支援の取組について、どの

ように思いますか。」の問に対して、行政や地域等との関わりが必要とする回答の割

合が９割以上となっています。 

障害のある人に対し、平常時の避難訓練の参加を支援することや災害時の的確な防

災情報の発信や地域住民による自主防災の取組が求められています。 

 

（5）福祉・介護従事者の充実 

  全国的にサービスの担い手である福祉・介護従事者の確保が困難となっています。 

  福祉サービスのニーズが増大し、サービスの質の一層の向上が求められる中、サー

ビスを担う質の高い人材の育成とともに、職場環境の整備、魅力的な職場であること

の周知・広報が必要です。  
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３ 福祉サービス等の体系及び内容 

福祉サービス等の体系 

 

 

  

■居宅介護（ホームヘルプ） ■自立訓練

■重度訪問介護 ■自立生活援助

■同行援護 ■就労移行支援

■行動援護 ■就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）

■重度障害者等包括支援 ■就労定着支援

■短期入所（ショートステイ） ■共同生活援助（グループホーム）

■療養介護

■生活介護

■施設入所支援

■更生医療

■育成医療

■精神通院医療（※）

（※）実施主体は都道府県

■地域活動支援センター（創作的活動、生産活動の機会提供、社会との交流促進等）

■意思疎通支援事業（手話通訳者・要約筆記者派遣等）

■日常生活用具等支給事業

■移動支援事業

■日中一時支援事業

(その他の事業)

　■相談支援事業（関係機関との連絡調整、権利擁護）

　■成年後見制度利用支援事業

　■福祉ホーム

　■訪問入浴サービス事業

◎ 専門性の高い相談支援　　◎ 広域的な対応が必要な事業　　◎ 人材育成　等

障
害
の
あ
る
人

自立支援給付

地域生活支援事業

都道府県

市町村

支

援

介護給付 訓練等給付

自立支援医療

補装具
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福祉サービス等の内容 

■障害福祉サービス 

給付の種類 サービスの名称 内   容 

介護給付 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 
自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

重度訪問介護 
重度の障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴、排せ

つ、食事の介護や外出時の移動支援等を総合的に行います。 

同行援護 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人につき、外出

時において同行し、移動に必要な情報提供や移動の援護、排

せつ、食事等の介護等を行います。 

行動援護 
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を

回避するために必要な支援、外出支援を行います。 

重度障害者等包括支援 

常に介護が必要な人の中でも介護が必要な程度が非常に高

いと認められた人に、居宅介護、生活介護、短期入所等の障

害福祉サービスを包括的に提供します。 

短期入所 

（ショートステイ） 

自宅で介護する人が病気の場合等に、短期間、夜間も含めた

施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

療養介護 
医療と常に介護が必要な障害のある人に、医療機関で機能訓

練、療養上の管理、看護、介護等を行います。 

生活介護 

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介

護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供

します。 

施設入所支援 施設に入所する人に、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

訓練等給付 

自立訓練 

（機能訓練・生活訓練） 

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能

や生活能力の維持、向上のために必要な支援、訓練を行います。

また、日常生活能力をより向上させるため泊まりによる訓練も行

います。 

就労移行支援 

一般企業等への就労を希望する者に、一定期間、生産活動やその

他の活動の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練

を行います。 

就労継続支援 

（Ａ型・Ｂ型） 

一般企業等への就労が困難な者に、就労の機会の提供や、生

産活動その他の活動の機会を提供し、知識や能力の向上のた

めに必要な訓練を行います。 

就労定着支援 

一般就労した障害者について、就労の継続を図るために、就

労に伴う生活面の課題等に対し、企業・自宅等への訪問や必

要な連絡調整、指導・助言等の支援を行います。 

自立生活援助 

地域で一人暮しをする障害のある人に対し、定期的な居宅訪

問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要

な情報提供や助言等の支援を行います。 

共同生活援助 

（グループホーム） 

共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、

日常生活上の援助を行います。 
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■地域生活支援事業（主な支給決定サービス） 

サービスの名称 内   容 

地域活動支援センター 機能訓練、創作的活動、入浴サービス等を行います。 

意思疎通支援事業 意思疎通を図ることが困難な人へ、手話通訳や要約筆記等を派遣します。 

日常生活用具等支給事業 自立した生活を営むために、日常生活用具の給付をします。 

移動支援事業 屋外での移動が困難な者に、外出のための支援を行います。 

日中一時支援事業 障害児の日中における活動の場所を提供し、見守り等を行います。 

 

 

■相談支援サービス 

計画の種類 計画作成者 計画の内容 

計画相談支援 

指定特定 

相談支援事業者 

（市で指定） 

障害福祉サービス等利用計画を作成し、サービス事業者等と

の連絡調整等を行います。 

また、定期的な検証（モニタリング）を行い、計画の見直し

やサービス調整を行います。 

地域相談支援 

指定一般 

相談支援事業者 

（県で指定） 

〇地域移行支援 

障害者支援施設や精神科病院等から地域での生活に移行す

るための支援計画の作成や、相談による不安解消、外出への

同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。 

〇地域定着支援 

居宅において単身で生活している障害者を対象に常時の連

絡体制を確保し、緊急時には必要な各種支援を行います。 

障害児相談支援 

障害児 

相談支援事業者 

（市で指定） 

児童福祉法による障害児通所支援サービス等の障害児支援

利用計画を作成し、サービス事業者等との連絡調整等を行い

ます。 

また、定期的な検証（モニタリング）を行い、計画の見直し

やサービス調整を行います。 

 

 

 

  



素案          （Ｒ５ 第２回糸魚川市地域自立支援協議会 資料） 

- 52 - 

 

 

１ 第６期計画の目標値と実績の評価 

 第６期計画で設定した数値目標について、令和４年度末の実績（一部令和５年度の実

績見込み）による評価を行いました。 

（1）施設入所者の地域生活への移行 

項  目 数値 考え方 

令和４年度末時点の入所者数 65 人 令和４年度末の施設入所者数 

削減見込 
目標数値 0 人( 0.0%) 

令和５年度末段階での削減見込数 
実績(見込み) 0 人( 0.0%) 

地域生活移行者数 
目標数値 0 人( 0.0%) 令和４年度末の施設入所者のうち、

施設からグループホーム等へ移行す

る人数 実績(見込み) 0 人( 0.0%) 

【評価】 

 ・令和３年度末以降の３年間で、施設入所者の死亡・入院による減少はありますが、

地域生活への移行者数は０人となっています。施設入所者は重度障害者が多く、地

域への移行は困難な状況であると分析します。 

  

（2）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

活動指標 ３年度 ４年度 ５年度 

保健・医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数 2 2 2 

保健・医療及び福祉関係者による協議の場への関係者

の参加人数 
24 24 24 

保健・医療及び福祉関係者による協議の場における目

標設定および評価の実施回数 
2 2 2 

精神障害者の地域移行支援（単位：人） 0 1 1 

精神障害者の地域定着支援（単位：人） 3 2 2 

精神障害者の共同生活援助（単位：人） 0 0 0 

精神障害者の自立生活援助（単位：人) 0 0 0 

【評価】 

 ・当市には精神科は２施設で、入院病棟のある精神科病院はなく、入院を必要とす

る市内の精神科診療所受診者のほとんどは上越市の精神科病院へ入院しており、長

期入院となっている人もいます。今後も上越圏域での福祉、保健、医療との連携が

不可欠であり、長期入院者への退院、地域移行も含めて検討する必要があります。 

 

第２節 国の基本指針に基づく成果目標 
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（3）地域生活支援拠点等の機能の充実 

項 目 数値 

令和５年度末時点の地域生活支援拠点確保  1か所 

地域生活支援拠点の年１回以上の検証及び検討

の実施 

令和３年度 

令和４年度 

令和５年度 

1 

0 

1 

【評価】 

 ・地域生活支援拠点については、令和２年度末までに面的整備を行いました。 

 ・障害を持つ人が、緊急の場合でも冷静に対応できるよう、まずは体験の機会提供等

の「予防的支援」を行い、関係事業所と連携し、引き続き体制を維持します。 

 

（4）福祉施設から一般就労への移行等 

 ① 福祉施設から一般就労への移行 

項  目 数値 考え方 

令和元年度の一般就労移行者数 5 人 
令和元年度において福祉施設を 

退所し、一般就労した者の数 

目標年度の一般就労 

移行者数 

目標数値 6 人 令和５年度において福祉施設を 

退所し、一般就労する者の数 実績(見込み) 6 人 

（就労移行支援事業） 数値 考え方 

令和元年度の一般就労移行者数 3 人 
令和元年度において福祉施設を 

退所し、一般就労した者の数 

目標年度の一般就労 

移行者数 

目標数値 3 人 令和５年度において福祉施設を 

退所し、一般就労する者の数 実績(見込み) 3 人 

（就労継続支援Ａ型事業） 数値 考え方 

令和元年度の一般就労移行者数 1 人 
令和元年度において福祉施設を 

退所し、一般就労した者の数 

目標年度の一般就労 

移行者数 

目標数値 1 人 令和５年度において福祉施設を 

退所し、一般就労する者の数 実績(見込み) 1 人 

（就労継続支援Ｂ型事業） 数値 考え方 

令和元年度の一般就労移行者数 1 人 
令和元年度において福祉施設を 

退所し、一般就労した者の数 

目標年度の一般就労 

移行者数 

目標数値 1 人 令和５年度において福祉施設を 

退所し、一般就労する者の数 実績(見込み) 2 人 

【評価】 

・令和５年度、福祉施設から一般就労へ移行する人は６人を目標としていました。実

績としても６人となっており、目標数値を達成する見込みです。 
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③  就労定着支援事業の利用者数 

項  目 数値 考え方 

令和５年度末の就労移行支援事業等を通じた

一般就労への移行者数（Ａ） 
6 人 

令和５年度末において就労移行支

援事業を通じて、一般就労した者の

数 

目標年度の(Ａ)のうち 

就労定着支援事業利用者数 

目標数値 2 人 令和５年度末において(Ａ)のうち 

就労定着事業を利用した者の数 実績(見込み) 3 人 

【評価】 

・令和５年度末の就労定着支援事業の利用者数は目標より多い見込みです。引き続き、

利用者のニーズに応じた支援を進めていく必要があります。 

 

③ 就労移行率が８割以上の就労定着支援事業所の割合 

項  目 数値 考え方 

令和５年度末の就労定着支援事業所の数 1 か所 
令和５年度末における就労定着支

援事業所の数 

令和５年度末の就労定着

率８割以上の事業所の数 

目標数値 1 か所 令和５年度末において就労定着率

８割以上の事業所の数 実績(見込み) 1 か所 

【評価】 

 ・市内の就労定着支援事業所は１か所で、目標は達成されており、一般就労への定着

が図られています。 

 

（5）相談支援体制の充実・強化等 

項    目 体制の有無 

令和５年度末時点での総合的・専門的な相談支援を実施する体制の有無 有 

令和５年度末時点での地域の相談支援体制を充実・強化する体制の有無 有 

 

活 動 指 標 ３年度 ４年度 ５年度 

総合的・専門的な相談支援を実施する体制の有無 無 有 有 

地域の相談支援事業者に対する専門的な指導・助言件数 24 24 24 

地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数 24 24 24 

地域の相談支援との連携強化の取組の実施回数 24 24 24 
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【評価】 

 ・令和４年度に、福祉の総合窓口として福祉事務所内に地域包括ケア係を設置しまし

た。引き続き、専門性の高い相談支援体制の充実・強化のため、基幹相談支援セン

ターの設置について、当市でどのような体制が可能か検討していきます。 

 

（6）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

項    目 体制の有無 考え方 

令和５年度末時点での障害福祉サービ

スの質の向上を図るための取組に関す

る事項を実施する体制構築の有無 

有 

研修は自立支援協議会等を通じて

年２回程度実施。 

 

活 動 指 標 有無 ３年度 ４年度 ５年度 

都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る

研修その他の研修への市町村職員の参加人数 

 
2 2 2 

障害者自立支援審査支払等システムによる審査

結果を分析してその結果を活用し、事業所や関

係自治体等と共有する体制の有無と実施回数 

有 1 1 1 

【評価】 

 ・数値目標は達成していますが、引き続き、各種研修の活用や事業所との情報共有に

努め、障害福祉サービスの提供を図ります。 
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２ 第７期計画の成果目標 

 国の基本指針に即し、「施設入所者の地域生活への移行」、「精神障害にも対応した

地域包括ケアシステムの構築」、「地域生活支援の充実」、「福祉施設から一般就労へ

の移行等」、「相談支援体制の充実・強化等」、「障害福祉サービス等の質を向上させ

るための取組に係る体制の構築」について、令和８年度における成果目標を設定します。 

 

（1）施設入所者の地域生活への移行 

 

 

 

 

 

 

 

 

  現在、市内の入所施設は２施設ありますが、施設入所者の大部分が当該施設の入所

が長期になっており、両施設とも入所者の高齢化・重度化が進んでいます。介護保険

施設への移行もあわせて検討する必要がありますが、現状の入所者の中でグループホ

ーム等への地域移行は困難なことから、移行者数は０人と見込みます。 

  また、入所待機者がいる状況であるため、削減は困難であり、削減数も０人として

います。 

  今後は、重度障害に対応したグループホーム等の住まいの場の検討や地域生活移行

のための相談支援の充実、高齢福祉との連携等が必要となってきます。 

 

 

 

項  目 数値 考え方 

令和４年度末時点の入所者数(Ａ) 65 人 令和４年度末時点の施設入所者数 

目標年度末時点での入所者数(Ｂ) 65 人 令和８年度末時点の施設入所者数 

【目標値】入所者数削減見込み（Ｃ＝Ａ－Ｂ） 

     削減率（イ＝Ｃ／Ａ×100） 

0 人 

0.0％ 

入所者数にかかる差引減少見込み

数 

【目標値】地域生活移行者数（Ｄ） 

     地域移行率（ア＝Ｄ／Ａ×100） 

0 人 

0.0％ 

施設入所からグループホーム等へ

移行した者の数 

  

○国の基本指針：令和８年度末において、地域生活に移行した者の成果目標を設定。 

 ア 令和８年度末において、令和４年度末時点の施設入所者数の６％以上が地域生活 

  へ移行することを基本とし、これまでの実績及び地域の実情を踏まえて設定。 

 イ 令和８年度末において、令和４年度末時点の施設入所者数の５％以上を削減すること 

  を基本とし、これまでの実績及び地域の実情を踏まえて設定。 

目標達成の基本的方向 

数値目標 
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（2）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

  当市には精神科は２施設しかなく、入院病棟のある精神科病院もなく、市内の精神

科診療所受診者で必要のある人は上越市の精神科病院へ入院しており、長期入院とな

っている人もいます。 

  精神障害者が地域の一員として、安心して自分らしい暮らしをすることができるよ

う、医療、障害福祉・介護、住まい、就労、地域の助け合い、教育が包括的に確保さ

れた体制について今後も計画的に推進する必要があります。 
 
 

 

 

活動指標 ６年度 ７年度 ８年度 

保健・医療及び福祉関係者による協議の場の開催

回数 
1 1 1 

保健・医療及び福祉関係者による協議の場への関

係者の参加人数 
20 20 20 

保健・医療及び福祉関係者による協議の場におけ

る目標設定および評価の実施回数 
1 1 1 

精神障害者の地域移行支援（単位：人） 2 2 2 

精神障害者の地域定着支援（単位：人） 2 2 2 

精神障害者の共同生活援助（単位：人） 2 2 2 

精神障害者の自立生活援助（単位：人) 2 2 2 

精神障害者の自立訓練（生活訓練）（単位：人) 2 2 2 

 

 

 

○国の基本指針：令和８年度末において、地域生活に移行した者の成果目標を設定。 

ア 精神病床から退院後１年以内の地域における生活日数の平均を 325.3 日以上とするこ

とを基本とする。 

 イ 精神病床における１年以上長期入院患者数（65歳以上、65歳未満）を設定する。 

 ウ 精神病床における早期退院率（入院後３か月時点、入院後６か月時点、入院後１年時

点）を設定する。 

目標達成の基本的方向 

数値目標 
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（3）地域生活支援の充実 

 

① 地域生活支援の充実 

 

 

 

 

 

 

  障害者の重度化・高齢化、「親亡き後」の支援については当市においても重要な課

題であり、令和２年度末までに地域生活支援拠点の面的整備を行いました。適宜、登

録や利用状況等から検証や検討を実施し、当市に見合った形での実施を継続します。 

 

 

 

項 目 数値 

目標年度末時点の地域生活支援拠点 1か所 

目標年度末時点のコーディネーターの配置人数 1人 

年１回以上の検証及び検討の実施 

令和６年度 

令和７年度 

令和８年度 

1回 

1回 

1回 

 

② 強度行動障害を有する者への支援体制の充実 

 

 

 

 

  強度行動障害者に対して適切な支援ができるように、障害支援区分認定調査の行動

関連項目の点数集計や療育手帳所持者の状況把握を通して支援ニーズを把握し、地域

の関係機関との連携を図りながら支援体制の整備を進めます。 

 

 

 

項 目 数値 

目標年度末時点での支援体制の有無  1か所 

 

○国の基本指針：令和８年度末までに、各市町村において地域生活支援拠点を整備するとと 

もに、その機能の充実のため、コーディネーターの配置等による効果的な支 

援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進める。 

        また、年１回以上、支援の実績等を踏まえた運用状況を検証及び検討する。 

目標達成の基本的方向 

数値目標 

○国の基本指針：令和８年度までに、各市町村又は圏域で、その状況や支援ニーズを把握し、 

地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進めることを基本とする。 

目標達成の基本的方向 

数値目標 
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（4）福祉施設から一般就労への移行等 

 

① 福祉施設から一般就労への移行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  現在、市内には就労継続Ａ型事業所１か所、就労継続Ｂ型事業所２か所、就労移行

事業所２か所があり、令和３年度は９名が一般就労しました。 

当市は障害者雇用が義務とならない小規模・零細企業が多い中、毎年一定数が一

般就労に結びついています。今後も、企業との連携を進める中で、一般就労への移

行を進めていきます。 

 

 

 

項  目 数値 考え方 

令和３年度の一般就労移行者数（Ａ） 9 人 
令和３年度において、就労移行支援事
業等を通じて一般就労した者の数 

【目標値】目標年度の一般就労移行者数（Ｂ） 

       目標値＝Ｂ／Ａ 

10 人 

1.1倍 

令和８年度において、就労移行支援事

業等を通じて一般就労する者の数 

（就労移行支援事業） 数値 考え方 

令和３年度の一般就労移行者数（Ａ） 2 人 
令和３年度において、就労移行支援事
業を通じて一般就労した者の数 

【目標値】目標年度の一般就労移行者数（Ｂ） 

       目標値＝Ｂ／Ａ 

2 人 

1.0倍 

令和８年度において、就労移行支援事

業を通じて一般就労する者の数 

令和４年度末の就労移行支援事業所の数（Ｃ） 1 か所 
直近の年度末における就労移行支援
事業所の数 

【目標値】 

目標年度の就労移行支援事業利用終

了者に占める一般就労へ移行した者

の割合が５割以上の事業所の数（Ｄ） 

  目標値＝Ｄ／Ｃ 

1 か所 

100％ 

令和８年度において、就労移行支援事

業所のうち、就労移行率が５割以上の

事業所の数 

○国の基本指針：福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、令和８年度ま 

でに一般就労に移行する者を令和３年度の移行実績の 1.28倍以上とする 

ことを基本とする。 

具体的には、以下について、これまでの実績及び地域の実情を踏まえて 

設定。 

・就労移行支援事業：1.31倍以上 

さらに、就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に 

占める一般就労へ移行した者の割合が５割以上の事業所を全体の５割以上 

とすることを基本とする。 

・就労継続Ａ型事業所を通じた移行者数：概ね 1.29倍以上 

・就労継続Ｂ型事業所を通じた移行者数：概ね 1.28倍以上 

目標達成の基本的方向 

数値目標 
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（就労継続支援Ａ型事業） 数値 考え方 

令和３年度の一般就労移行者数（Ａ） 1 人 令和３年度において、就労継続支援Ａ

型事業を通じて一般就労した者の数 

【目標値】 

  目標年度の一般就労移行者数（Ｂ） 

  目標値＝Ｂ／Ａ 

1 人 

1.0倍 

令和８年度において、就労継続支援Ａ

型事業を通じて一般就労する者の数 

（就労継続支援Ｂ型事業） 数値 考え方 

令和３年度の一般就労移行者数（Ａ） 6 人 
令和３年度において、就労継続支援Ｂ

型事業を通じて一般就労した者の数 

【目標値】 

  目標年度の一般就労移行者数（Ｂ） 

  目標値＝Ｂ／Ａ 

7 人 

1.2倍 

令和８年度において、就労継続支援Ｂ

型事業を通じて一般就労する者の数 

 

② 就労定着支援事業の利用者数 

 

 

 

 

 

  一般就労後、就労継続支援事業等から継続して受ける支援と障害者就業・生活支援

センターさくらからの支援を通して職場定着を促進し、個々のニーズに応じて就労定

着支援事業の利用を進めていきます。 

 

   

 

項  目 数値 考え方 

令和３年度の就労定着支援事業の利用者数 

（Ａ） 
2 人 

令和３年度における就労定着支援事業

等の利用者の数 

【目標値】 

目標年度の就労定着支援事業利用者数（Ｂ) 

目標値＝Ｂ／Ａ 

2 人 

100％ 

令和８年度における就労定着支援事業

等の利用者の数 

 

 

 

 

 

数値目標 

○基本指針：令和８年度における就労定着支援事業の利用者数を、令和３年度実績 

の 1.41 倍以上とすることを基本とする。 

目標達成の基本的方向 
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③ 就労定着率が７割以上の就労定着支援事業所の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

  市内１か所の就労定着事業所で、就労定着率７割となるよう支援していきます。 

 

 

 

項  目 数値 考え方 

令和４年度末の就労定着支援事業所の数

（Ａ） 
1 か所 

直近の年度末における就労定着支

援事業所の数 

【目標値】 

目標年度の就労定着率７割以上の事業所

の数（Ｂ) 

目標値＝Ｂ／Ａ 

1 か所 

100％ 

令和８年度末において、就労定着支

援事業所のうち、就労定着率が７割

以上の事業所の数 

 

 

（5）相談支援体制の充実・強化等 

 

 

 

 

 

 

  令和４年度に、福祉の総合窓口として福祉事務所内に地域包括ケア係を設置しまし

た。引き続き、専門性の高い相談支援体制の充実・強化のため、基幹相談支援センタ

ーの設置について、当市の限られた資源の中でどのような体制が可能か検討していき

ます。 

 
 
 

○国の基本指針：令和８年度において、就労定着支援事業所のうち、就労定着率が７割以上 

の事業所を全体の２割５分以上とすることを基本とする。 

 ※「就労定着率」の定義： 

     過去６年間において就労定着支援の利用を終了した者のうち、雇用された通常の事

業所に 42 月以上 78 月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者の占め

る割合 

目標達成の基本的方向 

数値目標 

○国の基本指針：令和８年度末までに、次の体制を確保することを基本とする。 

 

ア 総合的な相談支援、地域の相談支援体制の強化及び関係機関等の連携の緊密化を 

通じた地域づくりの役割を担う基幹相談支援センターの設置 

イ 基幹相談センターが地域の相談支援体制の強化を図る体制 

目標達成の基本的方向 
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項    目 体制の有無 考え方 

令和８年度末時点での基幹相談支援センター

の設置 
1 か所 

相談支援の体制強化のためには、基幹

相談支援センターは必要であり、当市

でどのような体制が可能か検討して

いく。 

令和８年度末時点での地域の相談支援体制の

強化を図る体制の有無 
有 

 

活 動 指 標 ６年度 ７年度 ８年度 

総合的・専門的な相談支援を実施する体制の有無 有 有 有 

地域の相談支援事業者に対する専門的な指導・助言件数 24 24 24 

地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数 24 24 24 

地域の相談支援との連携強化の取組の実施回数 24 24 24 

 

 

（6）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

 

 

 

 

 

  障害福祉サービスの利用者が真に必要とするサービスを提供していくため、また、

障害福祉サービス等の質を向上させるため、引き続き各種研修の活用や事業所との情

報共有に努めます。 

 

 

 

項    目 体制の有無 考え方 

令和８年度末時点での障害福祉サ

ービス等の質を向上させるための

取組を実施する体制の有無 

有 

障害福祉サービス等に係る各種研修

の活用、障害者自立支援審査支払等

システムによる審査結果の共有等 

 

  

数値目標 

○国の基本指針：令和８年度末までに都道府県及び市町村において、障害福祉サービス等の 

質を向上させるための取組を実施する体制を構築することを基本とする。 

目標達成の基本的方向 

数値目標 
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令和８年度の数値目標を達成するため、第６期計画の進捗状況を勘案し、令和６年度

から令和８年度の各年度における障害福祉サービス及び相談支援の種類ごとに必要な

サービス量を見込み、その見込量確保のための方策を定め、計画的に取組ます。 

 

注）１ 「今までの取組状況」における令和５年度の実績は、現段階での見込みと 

なります。 

  ２ １人の利用者が複数の日中活動系サービスを選択できることから、サービス量 

の実績や見込みについては利用実人数が重複して計上される場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「障害福祉サービス」については、原則１か月あたりの延べ量及び実利用人数を 

  見込みます。 

 ・単位が、「時間」「人日」の場合は、１か月あたりの延べ量です。 

 ・単位が、「人」の場合は、実人数です。 

 ・「人日」は、「月間の利用人数×１人１か月あたりの平均利用日数」です。 

第３節 障害福祉サービスの実績と今後の見込み量 

※サービス見込量の単位について 
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１ 訪問系サービス 

 

 

サービス名 単位 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 5年度 
(見込み) 

居宅介護 

見込量 時間 630 660 690 550 550 550 

実績 
時間 486.8 532.9 671.0 561.0 562.9 550 

人数 60 62 62 54 60 55 

重度訪問介護 

見込量 時間 100 100 100 100 100 100 

実績 
時間 0 0 0 0 0 0 

人数 0 0 0 0 0 0 

同行援護 

見込量 時間 40 45 45 40 40 40 

実績 
時間 30.5 30.8 35.0 23.8 52.6 53 

人数 7 8 2 7 9 9 

行動援護 

見込量 時間 10 10 10 10 10 10 

実績 
時間 0 0 0 0 0 0 

人数 0 0 0 0 0 0 

重度障害者等 

包括支援 

見込量 時間 0 0 0 0 0 0 

実績 
時間 0 0 0 0 0 0 

人数 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

・居宅介護は、利用希望者にはサービス提供ができていますが、家族形態の変化や

自立支援を目的とした利用の増加が見込まれ、必要なサービス支給量の確保が必

要です。 

・同行援護は、令和４年度の実利用者数は９人ですが、潜在的な利用ニーズがあり、

サービスを利用していない人に対して制度の周知を行っていくことが必要です。 

・重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援については、直近３年間での利

用実績はありませんが、今後は福祉事業所とサービス提供について検討していく

ことが必要です。 

  

 

 

現状と課題 

今までの取組状況 
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サービス名 単位 ６年度 ７年度 ８年度 考え方 

居宅介護 
時間 570 580 590 現在の利用実績と一人当たり

の平均的な利用時間から見込

む 人数 60 61 62 

重度訪問介護 
時間 100 100 100 直近３年間で利用実績はない

がアンケート等の利用ニーズ

から１名の利用を見込む 人数 1 1 1 

同行援護 
時間 53 59 59 

現在の利用実績に潜在的な利

用ニーズを見込む 
人数 9 10 10 

行動援護 
時間 10 10 10 直近３年間で利用実績はない

がアンケート等の利用ニーズ

から１名の利用を見込む 人数 1 1 1 

重度障害者等包括支援 
時間 0 0 0 

当該サービスの提供事業所の

開設見込がないため 
人数 0 0 0 

 

 

 

 ・居宅介護、同行援護については、福祉事業所と連携し、必要なサービス支給量を

確保します。 

 ・重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援については、福祉事業所とサー

ビス提供について検討します。 

  

サービス見込量 

見込量確保のための方策 
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２ 日中活動系サービス 

 

 

サービス名 単位 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 5年度 
(見込み) 

生活介護 

見込量 人日 2,090 2,128 2,166 2,128 2,140 2,140 

実績 
人日 2,074.3 2,125.8 2,535.0 2,192.5 2,099.0 2,077.6 

人 116 116 144 136 125 115 

自立訓練 

（機能訓練） 

見込量 人日 10 10 10 10 10 10 

実績 
人日 0 0 0 0 0 0 

人 0 0 0 0 0 0 

自立訓練 

(生活訓練･日中) 

見込量 人日 320 320 320 180 180 180 

実績 
人日 140.9 93.4 93.0 81.5 76.0 84.8 

人 13 6 6 5 5 7 

自立訓練 

(生活訓練･夜間) 

見込量 人日 312 312 312 312 312 312 

実績 
人日 74.4 75.3 74.0 57.2 85.4 68.2 

人 7 3 3 2 4 3 

就労移行支援 

見込量 人日 280 280 280 250 250 250 

実績 
人日 209.7 244.4 187.0 231.2 247.6 235.3 

人 23 25 12 15 21 19 

就労継続支援 

（Ａ型） 

見込量 人日 494 494 494 450 450 450 

実績 
人日 460.8 442.3 543.0 432.7 376.3 391.5 

人 27 24 24 21 23 24 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

見込量 人日 1,360 1,394 1,428 1,200 1,200 1,200 

実績 
人日 1,182.0 1,180.3 1,317.0 1,153.3 1,125.0 938.0 

人 89 89 81 75 96 82 

就労定着支援 
見込量 人 0 3 3 10 10 10 

実績 人 0 4 5 7 9 8 

療養介護 
見込量 人 17 17 18 20 20 20 

実績 人 15 17 18 19 20 20 

福祉型 

短期入所 

見込量 人日 225 240 250 160 160 160 

実績 
人日 178.2 150.5 147.0 161.0 108.1 108.5 

人 52 59 38 30 54 41 

今までの取組状況 
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サービス名 単位 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 5年度 
(見込み) 

医療型 

短期入所 

見込量 人日 ― ― ― 40 40 40 

実績 
人日 ― ― ― 6.2 10.3 25 

人 ― ― ― 4 5 3 

 

 

 ・生活介護について、利用者は一定数あり、利用者は重度化の傾向が見られます。

生活介護は利用ニーズの高いサービスで、今後も多くの利用が見込まれるため、

必要なサービス支給量を確保する必要があります。 

 ・自立訓練（機能訓練）については、市内に対応する施設がなく、新規事業所の開

設が望まれます。 

 ・自立訓練（生活訓練）については、市内１か所の事業所がサービス提供を行って

いますが、生活介護との多機能事業所であり、定員も少ないため、安定した利用

が困難な状況です。新規事業所の開設が望まれます。 

・就労移行支援については、一般就労等を希望する人が一定期間利用するため、利

用者数の大きな増加はありませんが、必要な人に対し漏れなく支援する必要があ

ります。また、法改正に伴い、一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時利用

について、企業とつながる相談支援を行うことが求められます 

・就労継続支援について市内ニーズは高く、今後、新規事業所が開設する予定もあ

り、必要なサービス支給量の確保を行います。各就労支援事業所の特色を生かし、

個々の能力や適性等とマッチングすることが期待されます 

・就労定着支援により、一般就労後に安定した就業となるよう就労継続支援事業等

からの半年間の支援を行うが職場定着につながらないケースがあります。引き続

き、個々のニーズに応じた利用を進めていきます。 

 ・療養介護については、医療を必要とする障害者で常時介護を必要とする人が利用

しています。令和６年に、上越市内で療養介護病床が新規開設されました。 

 ・福祉型短期入所については、市内４か所の事業所で提供しています。いずれも高

い稼働率となっています。今後は自立生活に向けた利用のニーズが高くなると見

込まれます。 

  

現状と課題 
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サービス名 単位 ６年度 ７年度 ８年度 考え方 

生活介護 
人日 2,125  2,159 2,193 

現在の利用実績傾向から若干の増加を

見込む 
人 125 127 129 

自立訓練 

（機能訓練） 

人日 10 10 10 直近３年間で利用実績はないがアンケ

ート等の利用ニーズから２名の利用を

見込む 人 2 2 2 

自立訓練 

（生活訓練･日中） 

人日 180 270 270 
新規事業所開設の予定があり、令和７年

度に増加を見込む 
人 10 15 15 

就労選択支援 人 0 0 10 
福祉施設から一般就労への移行者の利

用を見込む 

就労移行支援 
人日 250 250 250 

直近３年間で利用実績から増減なしと

見込む 
人 25 25 25 

就労継続支援 

（Ａ型） 

人日 450 450 450 
新規事業所開設の予定がなく、増減なし

と見込む 
人 25 25 25 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

人日 1,170 1,300 1,300 
新規事業所開設の予定があり、令和７年

度に増加を見込む 
人 90 100 100 

就労定着支援 人 10 10 10 
直近３年間で利用実績から増減なしと

見込む 

療養介護 人 24 24 24 
介護病床の増床予定があり、令和６年度

に増加を見込む 

短期入所 

（福祉型） 

人日 125 150 150 
現在の利用実績から若干の増加を見込

む 
人 50 60 60 

短期入所 

（医療型） 

人日 25 30 35 
同上 

人 5 6 7 

 

 

 

○ 生活介護 

 ・市内で利用できる障害福祉施設９か所と介護保険の基準該当施設の利用により確

保します。 

○ 自立訓練 

 ・自立訓練（機能訓練）については、市内での対応施設がないため、ニーズを把握

し、身体障害を主とする障害者支援施設等に実施の働きかけを行います。 

サービス見込量 

見込量確保のための方策 
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 ・自立訓練（生活訓練）については、市内１か所の事業所と新規開設予定の事業所

でサービス提供を行います。 

○ 就労選択支援 

 ・就労選択支援は、障害のある人の希望や能力に合う仕事探しを支援し、関係機関

との橋渡しを担う制度で、障害者総合支援法の改正により新たに創設されます。 

・障害者施設から一般企業への就労者数を、１年で 10人程度見込んでおり、ハロー

ワーク、事業所間との連携を強化し、サービス提供を行います。  

○ 就労移行支援 

 ・市内にある２か所の事業所で、特別支援学校等から一般就労を目指すための支援

を行い、必要なサービス量の確保に努めます。 

 ・一般就労をより進めていくために、ハローワークとの連携を強化し、サービス提

供を行います。 

○ 就労継続支援 

 ・就労継続支援Ａ型については、市内１か所の事業所を通じて必要なサービス支給

の確保に努め、Ａ型事業所として最低賃金を確保できるよう仕事量の確保等を働

きかけます。 

 ・就労継続支援Ｂ型については、市内２か所の事業所及び新たに開設予定の事業所

と連携して必要なサービスの確保に努めます。 

○ 就労定着支援 

 ・障害者施設から一般企業への就労者数を、１年で 10人程度見込んでおり、個々の

ニーズに応じてサービス提供を行います。 

○ 療養介護 

 ・市外の医療機関でのサービス利用となりますが、上越市内で療養介護病床が新規

開設したため、利用希望者には適正な施設利用ができるよう努めます。 

○ 短期入所 

 ・市内事業所を通じてサービス量の確保を努めるとともに、利用ニーズに対応でき

るよう調整していきます。 

 ・福祉型短期入所は、障害者施設だけでなく、既存の介護保険施設での空床を利用

した短期入所の指定を進められるよう働きかけを行います。 

 ・医療型短期入所については、市内でのサービス提供事業所はないため、必要に応

じて提供可能な施設への利用を調整します。 
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３ 居住系サービス 

 

 

サービス名 単位 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 5年度 
(見込み) 

自立生活援助 
見込量 人 －  － 0 1 1 

実績 人 －  － 0 0 0 

共同生活援助 

（グループホーム） 

見込量 人 35 40 45 48 53 53 

実績 人 38 37 48 44 46 47 

施設入所支援 
見込量 人 67 67 67 69 69 69 

実績 人 70 69 71 65 65 65 

 

 

・ 令和元年度と令和２年度で合計２棟のグループホームが新設され、現在、市内には

２つの法人と１つの株式会社で６棟のグループホームが運営されており、新たに能

生地域でグループホームの整備を進めています。 

・ 保護者等からは、親亡き後の生活を考え、将来的にグループホームを住まいとした

いという希望が寄せられています。 

 

 

サービス名 単位 ６年度 ７年度 ８年度 考え方 

自立生活援助 人 １ １ １ 
直近３年間で利用実績はないが今後
の利用を見込む 

共同生活援助 

（グループホーム） 
人 47 52 52 

グループホーム開設の予定があり、令
和７年度に増加を見込む 

施設入所支援 人 65 65 65 
直近３年間で利用実績から増減なし
と見込む 

 

 

 

・自立生活援助については、これまでに施設入所またはグループホームから一人暮

らしに移行した実績はありませんが、必要に応じて事業実施の受け入れ先等を検

討します。 

・グループホームについて、整備主体の法人に対して国県補助と合わせ整備に係る

費用を補助します。 

・地域での生活や、集団での生活等が困難な人等、施設での 24時間支援が必要な障

害者に対して、施設入所支援サービスを継続的に実施します。

今までの取組状況 

現状と課題 

サービス見込量 

見込量確保のための方策 
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４ 相談支援 

 

 

サービス名 単位 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 5年度 
(見込み) 

計画相談支援 
見込量 人/月 28 28 54 75 80 85 

実績 人/月 55 72 99 74 78 80 

地域移行支援 
見込量 人/月 3 3 2 3 3 3 

実績 人/月 2 1 0 0 1 1 

地域定着支援 
見込量 人/月 2 2 2 2 2 2 

実績 人/月 0 0 2 2 3 1 

 

 

 

 ・計画相談支援は、指定を受けた市内４か所の指定特定相談支援事業所が計画作成

を行っています。引き続き、障害のある人の自立支援のため、気軽に相談できる

相談窓口体制が必要です。 

 ・令和４年度実績では、1 か月当たりの計画作成数、モニタリング数の実績は平均

78件であり、市内の相談支援専門員（７人）一人あたりの負担が大きくなってい

ます。新たな相談支援専門員の育成や確保が必要です。 

 ・精神科病院等から地域生活へ移行する人に対する地域移行支援やその後の地域定

着支援については必要な支援を行います。 

 

 

サービス名 単位 ６年度 ７年度 ８年度 考え方 

計画相談支援 人/月 80 85 85 
現在の利用実績から若干の増加を見込
む 

地域移行支援 人/月 1 1 1 
直近３年間で利用実績から増減なしと
見込む 

地域定着支援 人/月 1 1 1 
直近３年間で利用実績から増減なしと
見込む 

 

 

・サービスの利用を必要な人が、自立に向けて安心して相談できる総合的な相談の

場が必要であり、相談支援専門員の人員確保や高度化・専門化する相談に対応す

るための人材育成に努めます。 

・市内の事業所で地域移行・地域定着の支援ができる体制づくりを進めます。  

今までの取組状況 

現状と課題 

サービス見込量 

見込量確保のための方策 
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１ 理解促進研修・啓発事業 

 

 

 ・広報いといがわに「こころのバリアフリー」に関する特集記事を掲載する等、障害

福祉の啓発に努めました。 

・令和２年度に「障害者理解促進啓発事業」による、障害者に合理的配慮を提供した

民間事業者への助成を開始し、筆記ボードの購入やトイレの改修、障害者用駐車場

の整備費用に助成を行っています。 

・市職員を対象に、窓口・電話対応の際の障害者との関わり方を学ぶため、こころの

バリアフリー研修やこころのバリアフリー教室を開催しました。また地域住民向け

にバリアフリー懇談会を開催し、地域活動支援センターでの活動を紹介する等障害

者の理解を促しました。 

・小学校での「こころのバリアフリー教室」、糸魚川白嶺高校での「こころのバリア

フリー講座」を開き、理解促進に努めました。 

 

 

 

 ・市民へのアンケートで、地域・学校・職場で「この３年で障害者への理解や差別

の解消が進んだ」と答えた市民の割合は、令和２年度のアンケートと比較して

16％から 19.5％に若干増加しましたが、まだ十分とは言えません。そのため、理

解促進研修・啓発事業を体系的かつ継続的に行うことが必要です。 

 ・今後も、市内の福祉事業所、民間事業所と連携して、多くの市民から障害につい

て理解してもらう取組を継続することが必要です。 

 

 

 

 ・定期的なイベント開催、市民を対象にした出前講座を体系的に行います。 

 ・若い世代から知ってもらうことが重要なことから、市内の小中高等学校を訪問し、 

当事者の障害の体験や話を通して理解を深める取組を行います。 

 

 

 

 

 

第４節 地域生活支援事業の実績と今後の見込み量 

現状と課題 

今後の取組 

今までの取組状況 
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２ 自発的活動支援事業 

 

 

 ・障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等やそ

の家族、地域住民等がピアサポート、災害対策、孤立防止活動、ボランティア活動

等自発的に行う活動を支援しています。 

 

 

 ・当市では、手話通訳や点訳等のボランティア活動やイベントでの物販販売等を行

うことで、障害者等の自発的な取組を支援しています。イベント開催や物販販売

は行政や福祉事業所等が主導していますが、将来的に活動が少しでも自立できる

ように継続して支援していく必要があります。 

 

 

 

 ・ささえあいプラン作成のための市民アンケート調査で「休日の過ごし方が課題」

とする意見もあり、休日明けに不安定になっている人も見られます。余暇支援と

ボランティアの活動とをつなぎ、スポーツ団体の活動と連携する等、自立した活

動への支援を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

今までの取組状況 

現状と課題 

今後の取組 
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３ 相談支援事業 

 

 

サービス名 単位 ３年度 ４年度 ５年度 
(見込み) 

障害者相談支援事業 か所 4 4 4 

 
基幹相談支援センター 設置 無 無 無 

市町村相談支援機能強化事業 実施 有 有 有 

住宅入居等支援事業 実施 無 無 無 

 

   

 

 ・障害者やその家族からの相談は、相談支援事業を委託している地域生活支援セン

ターこまくさ、障害者相談支援事業所エスポアールはやかわ、相談支援事業所み

ずほの３事業所と福祉事務所が窓口となっています。 

・自立支援協議会の専門部会を通じて個別支援やケース検討を行い、相談支援専門

員や福祉事業所間のネットワークづくりを進める中で、個別の課題を地域課題と

して検討しています。 

・多様な障害に対応した相談窓口、また相談の内容から保健、医療、介護保険、就

労相談等多方面への関係機関へつなぐ役割も求められています。令和４年度から

は福祉の総合相談窓口として福祉事務所内に地域包括ケア係を設置しました。総

合的・専門的な相談支援の窓口として基幹相談支援センターの設置を検討します。 

 

 

 

サービス名 単位 ６年度 ７年度 ８年度 考え方 

障害者相談支援事業 か所 4 4 4 現在の設置数を維持し、基
幹相談支援センター設置
とあわせて実施か所を検
討する  

基幹相談支援センター 設置 無 有 有 

基幹相談支援センター等 

機能強化事業 
実施 有 有 有 継続実施 

住宅入居等支援事業 実施 無 無 無 
基幹相談支援センター設
置とあわせて実施か所を
検討する 

 

 

 

現状と課題 

今までの取組状況 

サービス見込量 
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・障害者相談支援事業は、現在、相談支援事業所に委託して行っていますが、相談内

容の専門化・高度化、かつ保健、医療等へのつなぐ役割も重要で、総合的・専門的

な相談支援体制の強化のため、当市の人的資源（相談支援専門員、精神保健福祉士、

社会福祉士等）を活かした基幹相談支援センターの体制づくりを検討します。 

・能生地域は糸魚川地域からの距離が遠く、障害福祉施設が少ない現状もあります。

今後グループホーム整備と合わせて、能生地域での相談しやすい窓口体制を検討し

ます。 

 ・住宅入居等支援事業については、基幹相談支援センターの整備とあわせて検討しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見込量確保のための方策 
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４ 成年後見制度利用支援事業・成年後見制度法人後見支援事業 

 

 

 ・成年後見制度利用支援事業については、報酬助成として令和４年度は２名の利用

があり、今後も一定の利用が見込まれます。 

・市長申立て支援として、その費用の助成を行っています。 

 ・成年後見制度法人後見支援事業については、令和２年度から法人後見を社会福祉

法人で行えるよう、助成を開始しました。 

 

 

 ・成年後見制度利用支援事業については、潜在的なニーズは多いですが、実際に必

要な人が利用できていないのが現状です。ささえあいプラン作成のための市民ア

ンケート調査では、制度を「知っている」と回答した割合は 58.9％ですが、利用

にはつながっていません。また、後見人の人材が不足している現状もあり、市民

後見人の養成が課題となっています。 

 ・成年後見制度法人後見支援事業については、法人後見を行う社会福祉法人と研修

の開催や事業の実施について、今後も連携が必要です。 

 

 

サービス名 単位 ６年度 ７年度 ８年度 考え方 

成年後見制度利用支援事業 人 3 4 4 
現在の利用実績から若
干の増加を見込む 

成年後見制度法人後見支援事業  実施 有 有 有 継続実施 

 

 

 

 ・成年後見制度利用支援事業については、引き続き、身寄りのない人の申立手続きや

申立費用等の助成、報酬助成を行うとともに、相談支援事業者に対して制度利用に

ついての相談に応じます。 

 ・成年後見制度法人後見支援事業については、安定した制度運用ができるよう、今

後も法人後見を行う社会福祉法人を支援します。 

 

 

 

 

サービス見込量 

今までの取組状況 

現状と課題 

見込量確保のための方策 
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５ 意思疎通支援事業 

 

 

サービス名 単位 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 5年度 
(見込み) 

手話通訳者･要約 

筆記者派遣事業 

見込量 人 25 30 20 45 45 45 

実績 人 52 33 34 43 99 60 

手話通訳者設置 

事業 

見込量 人 － 0 1 1 1 1 

実績 人 － 1 1 1 1 1 

 

 

 

 ・聴覚や視覚等の障害で意思疎通を図ることに支障がある人に対し、地域生活に必要

な病院や公的機関の利用支援のため、手話通訳者の派遣を行っていますが、手話通

訳者派遣件数は見込量を上回っています。 

 ・手話通訳者設置事業は、令和元年度に開始し、週１回市役所で手話通訳による市民

対応を行っています。 

 ・今後とも、利用者のニーズ拡大に応じて、迅速にサービス提供できるよう体制の充

実を図る必要があります。 

 

 

サービス名 単位 ６年度 ７年度 ８年度 考え方 

手話通訳者 
・要約筆記者派遣事業 

件 60 60 60 利用実績から増減なしと見込む 

手話通訳者設置事業 人 1 1 1 継続実施 

 

 

 

 ・障害者団体との連携により、地域における手話通訳者や要約筆記者の養成や充実を

図り、サービスの円滑な提供に努めます。 

 ・手話通訳者については、設置を継続します。 

 ・障害者団体との連携により、市内で視覚や聴覚に障害者に事業の周知を図ります。 

 ・市役所で音声認識ソフトウェア等を活用した窓口対応を行います。 

 

 

今までの取組状況 

現状と課題 

サービス見込量 

見込量確保のための方策 
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６ 日常生活用具給付等事業 

◆主な日常生活用具 

区 分 主な用具 

介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット、体位変換器、入浴担架等 

自立生活支援用具 入浴補助用具、便器、視覚障害者用電子式歩行補助具、頭部保護帽等 

在宅療養等支援用具 吸入器（ネブライザー）、電気式たん吸引器、視覚障害者用体温計等 

情報・意思疎通支援用具 
視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用ラジオ、視覚障害者用

拡大読書器等 

排せつ管理支援用具 ストマ用装具、紙おむつ、収尿器等 

居宅生活動作補助用具 

(住宅改修費) 
居宅生活動作補助用具（小規模な住宅改修） 

 

 

サービス名 単位 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 5年度 
(見込み ) 

介護・訓練支援用具 
見込量 件 2 2 2 5 5 5 

実績 件 10 5 4 0 3 4 

自立生活支援用具 
見込量 件 3 3 3 6 6 6 

実績 件 10 6 4 2 0 2 

在宅療養等支援用具 
見込量 件 12 12 12 10 10 10 

実績 件 13 8 6 7 3 2 

情報・意思疎通支援

用具 

見込量 件 5 5 5 12 12 12 

実績 件 5 10 10 6 5 2 

排せつ管理支援用具 
見込量 件 1,350 1,350 1,350 1,300 1,300 1,300 

実績 件 1,263 1,272 1,198 1,184 1,179 1,280 

居宅生活動作補助用

具(住宅改修費) 

見込量 件 2 2 2 2 2 2 

実績 件 3 2 1 0 0 2 

 

 

 

 ・障害者が日常生活用具の使用により、少しでも快適な生活を送ることは生活の質を

高めるために必要です。各種用具の給付等の状況は、排せつ管理支援用具を中心と

して多くの利用があります。障害者の状況やニーズに応じた適切な提供が求められ

ています。 

 

今までの取組状況 

現状と課題 
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 ・障害者が安定した日常生活を送るため、障害の特性に合わせた適切な日常生活用具

の給付に努めます。あわせて、利用ニーズにより対象品目の見直し等を検討します。 

 ・利用の促進を図るために各サービスの周知に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス名 単位 ６年度 ７年度 ８年度 考え方 

介護・訓練支援用具 件 5 5 5 

利用実績から増減なしと見込
む 

自立生活支援用具 件 5 5 5 

在宅療養等支援用具 件 10 10 10 

情報・意思疎通支援用具 件 10 10 10 

排せつ管理支援用具 件 1,300 1,300 1,300 

居宅生活動作補助用具 
(住宅改修費) 

件 2 2 2 

サービス見込量 

見込量確保のための方策 
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７ 手話奉仕員養成研修事業 

 

 

 ・手話奉仕員養成講座は、平成 27年度から糸魚川市ろうあ協会、糸魚川手話サーク

ルに委託し、入門編と基礎編をセットとして２年単位で実施しています。 

・令和３年度（入門編）は 12人、令和４年度（基礎編）は 11人の受講がありまし

た。また、市民が手話に関心を持ってもらう場として手話ミニ講座を実施してい

ます。 

 

 

 ・手話に興味のある市民が手話ミニ講座を受講していますが、実際に手話奉仕員と

して活動できる資格取得までには至っていません。 

 

 

 ・引き続き手話通訳養成講座を開催し、市民ボランティアの養成を進めます。毎年15

人程度の講座修了者を見込みます。 

 ・養成講座の修了者の中から、実際に手話奉仕員の資格を持つボランティアが育成さ

れるように努めます。 

 ・手話ミニ講座を開催し、多くの市民が手話に関心を持てるように取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今までの取組状況 

現状と課題 

今後の取組 
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８ 移動支援事業 

 

 

サービス名 単位 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 5年度 
(見込み) 

移
動
支
援
事
業 

事業所数 
見込量 か所 5 5 5 5 5 5 

実績 か所 3 3 3 3 3 3 

利用者数 
見込量 人 10 10 10 25 25 25 

実績 人 12 11 18 15 15 20 

時 間 数 
見込量 時間 200 200 200 500 500 500 

実績 時間 426 491 413 360 313 400 

 

 

 ・移動支援事業は、買い物同行等の日常生活での移動や、スポーツ観戦や図書館への

同行等の余暇での利用や、特別支援学校の生徒等の卒業後の自立に向けた公共交通

機関の利用スキルの習得や社会活動等への参加のため利用されています。 

 ・充実した移動支援事業のため、公共交通機関の充実も求められていますが、人材

や担い手不足等の課題があり難しい状況にあります。 

 

 

サービス名 単位 ６年度 ７年度 ８年度 考え方 

移動支援事業 
利用者数 人 20 20 20 利用実績から増減なしと

見込む 
時間数 時間 400 400 400 

 

 

 

 ・障害者の利用ニーズを把握し、事業所と調整し適切なサービスが利用できるように

努めます。 

 ・必要なサービスが適切に利用できるようにするためには、相談支援事業所との連携

強化が重要であるため、相談支援事業の充実にも努めます。 

 ・特別支援学校と連携し、生徒の社会適応につながる支援を行います。 

 ・利用ニーズに応じた移送サービスの提供について、地域公共交通等の諸課題と整

合を取りながら、全庁的に検討を進めます。 

 

今までの取組状況 

現状と課題 

サービス見込量 

見込量確保のための方策 
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９ 地域活動支援センター 

 

 

 ・市内の地域活動支援センターは、障害者の日中活動の場の提供等を目的とした施

設で市内に４か所あり、Ⅰ型は上越つくしの里医療福祉協会が指定管理者である

地域生活支援センターこまくさ、Ⅲ型は糸魚川市社会福祉協議会に運営委託して

いる青海地域のあけぼの作業所、能生地域のいちょうの家、青空工房になります。 

 

 

 

 ・以前は、障害種別をある程度限定する中で運営されてきましたが、現在はどの施設

も障害種別に関わらず受け入れており、当市の限られた社会資源の中で、日中活動

の場、交流の場として重要な位置づけとなっています。 

・多様な障害に対応するため、職員には専門的な知識等が求められています。 

サービス名 単位 ６年度 ７年度 ８年度 考え方 

地域活動支援センター 

設置個所 
か所 4 4 4 新規施設の開設予定がないた

め増減なしと見込む 
実利用見込み者数 人 450 450 450 

 

 

 

 ・地域生活支援センターこまくさは、相談及び社会活動の拠点として設置します。 

 ・青海地域、能生地域の地域活動支援センターについては、引き続き地域に密着した

活動をするとともに、専門的な知識による支援ができるよう努めます。 

 ・障害の種別に関係なく、障害者の特性に合わせた活動の場を広げ、活動内容の充実

を図るとともに、個別支援会議等を通して自立へ向けた支援を行います。  

今までの取組状況 

見込量確保のための方策 

現状と課題 
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10 任意事業 

 

 

サービス名 単位 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 5年度 
(見込み) 

訪問入浴サービス 

事業 

見込量 日 9 9 9 10 10 10 

実績 日 2 13 24 0 21 60 

日中一時支援事業 
見込量 日 600 600 600 600 600 600 

実績 日 809 611 573 309 626 500 

日常生活訓練         

 機能訓練事業 
見込量 回 24 24 24 24 24 24 

実績 回 24 24 22 24 22 24 

社会参加支援         

 声の広報発行 
見込量 実施 有 有 有 有 有 有 

実績 実施 有 有 有 有 有 有 

 

 

 

 ・任意事業は、当市で必要な事業について実施しています。 

 ・訪問入浴サービス事業は、障害者の身体状況等から自宅浴槽では入浴困難な人への

訪問車による入浴支援となりますが、利用ニーズがあり見込量を上回る実績となっ

ています。 

・日中一時支援事業は、本来一時的な日中活動の場を提供するものでありますが、こ

れまで市内放課後等デイサービス事業所が１か所しかなかったため、その補完的役

割として利用されることもあり、多くの利用がありました。 

 ・日常生活訓練として行っている機能訓練事業は、青海総合福祉会館ふれあいで毎月

２回程度リハビリ教室を開催し、身体障害者に対し理学療法士がリハビリ指導を行

っています。また、教室に参加することが困難な人には、理学療法士が訪問リハビ

リを行っています。 

 ・障害者の社会参加促進支援として実施している声の広報発行は、視覚障害者に、音

声訳でわかりやすい市の広報等を提供することで、障害者が地域生活をするうえで

必要度の高い情報等を定期的に提供しています。 

 

 

 

 

今までの取組状況 

現状と課題 
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サービス名 単位 ６年度 ７年度 ８年度 考え方 

訪問入浴サービス事業 日 60 60 60 
実績を踏まえ増減なしと見込
む 

日中一時支援事業 日 500 500 500 
放課後等デイサービスの新規
事業所の開設により減少を見
込む 

機能訓練事業 回 24 24 24 
実績を踏まえ増減なしと見込
む 

声の広報発行 実施 有 有 有 継続実施 

 

 

○ 訪問入浴サービス事業 

 ・自宅浴槽での入浴が難しい重度心身障害者に対し、訪問入浴サービスの提供を行い、

利用者の自立と生活の質の向上を図ります。 

○ 日中一時支援事業 

 ・放課後等デイサービス等の利用と併せ、サービス提供することにより、障害者家族

の負担軽減等に努めます。 

○ 機能訓練事業 

 ・身心の機能が低下している障害者等に対し、心身機能の維持回復を図り日常生活の

自立を図るため、機能訓練教室や訪問による個別リハビリを実施します。 

○ 声の広報等発行 

 ・音声訳ボランティアの活動を支援し、サービス提供を行います。 

・声の広報等発行の取組について広くお知らせし、より多くの人に利用していただけ

るよう、ＰＲや広報を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス見込量 

見込量確保のための方策 



素案          （Ｒ５ 第２回糸魚川市地域自立支援協議会 資料） 

- 85 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 障害児福祉サービスについて 

 障害児支援については、平成 24年 4月から根拠法律が児童福祉法に一本化され、体

系が再編されました。 

 平成 30年 4月に児童福祉法が改正され、基本指針の見直しの中で「障害児のサービ

ス提供体制の計画的な構築」が規定されており、その中で「障害児福祉計画」を定める

こととされました。具体的には、ライフステージに応じた途切れのない支援と保健、医

療、福祉、教育、就労支援等と連携した支援を行うとされています。 

障害児の福祉サービスにおいては、通所による支援は市町村が実施主体となり、「児

童発達支援」、「放課後等デイサービス」のサービスが利用できるようになっています。 

 障害児の相談支援については、「障害児相談支援事業者」がサービス等利用計画を作

成することとなり、円滑なサービスの利用ができるようになっています。 

 

２ 障害児福祉サービスの提供に当たっての現状と課題 
 

（1）相談支援体制の充実 

   保護者等から相談窓口がわかりにくいといった声や、未就学から就学、進学等

のライフステージのタイミングで支援者が途切れてしまう現状があります。 

   また、福祉サービスのわかりやすい情報を望む声もあり、Web を活用した情報

発信の工夫やこども福祉のしおりの作成が必要です。 

 

（2）医療的ケア児への対応、医療との連携 

   令和４年度に、医療的ケア児を対象にした放課後等デイサービス事業所が開設

されましたが、市内では障害児専門医療機関がなく、また医療職の不足等もあり、

福祉サービスが十分に利用できているとはいえない現状です。地域でできる支援

は何かを検討し、福祉、保健、医療機関との連携が重要となっています。 

 

（3）障害児を持つ親への支援 

   在宅で障害児を育てる保護者にとって、育児や介護の負担が大きく、福祉や医

療を活用した育児支援の検討が必要です。通院に係る交通費助成を行っています

が、医療費の軽減や経済的な負担の軽減を求める声があります。また、保護者同

士の交流を求める声もあり、様々な形での交流の場づくりが必要です。 

  

糸魚川市ささえあいプラン（障害児福祉計画） 

 

第１節 障害児福祉サービスの内容 

第５章 
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３ 障害児福祉サービス等の体系及び内容 

障害児福祉サービスの体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害児福祉サービスの内容 

給付の種類 サービスの名称 内   容 

障害児 

通所支援 

児童発達支援 

①児童発達支援センター 

 通所支援のほか、身近な地域の障害児支援の拠点として 

 支援を行います。 

②児童発達支援事業 

 通所利用の障害児に対する身近な療育を行います。 

医療型児童発達支援 
上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童に対して、児

童発達支援及び治療を行います。 

居宅訪問型児童発達支援 
障害児通所支援を受けるための外出が著しく困難な重度の

障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を行います。 

放課後等デイサービス 

学校就学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇

中において、施設通所により自立の促進や居場所づくりを行

います。 

保育所等訪問支援 
保育所等を訪問し、保育所等における集団生活の適応のため

の専門的な支援を行います。 

障害児 

入所支援 

福祉型障害児入所施設 
入所又は入院が必要な障害児に対して、入浴や排せつ、食事

の介護等を行います。また、医療型は医療の提供も行います。 医療型障害児入所施設 

 

 

　<市町村> 　<都道府県>

■児童発達支援 ■福祉型障害児入所施設

■医療型児童発達支援 ■医療型障害児入所施設

■居宅訪問型児童発達支援

■放課後等デイサービス

■保育所等訪問支援

　<市町村> 　<市町村>

■居宅介護（ホームヘルプ） ■日常生活用具等支給事業

■短期入所（ショートステイ）等 ■移動支援事業

■日中一時支援事業　等

障
害
の
あ
る
児
童

（

　
歳
未
満
）

児童福祉法によるサービス

総合支援法による福祉サービス

障害児通所支援 障害児入所支援

自立支援給付 地域生活支援事業

18
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１ 第２期計画の目標値と実績の評価 

 第２期計画で設定した数値目標について、令和４年度末の実績（一部令和５年度末の

実績見込み）による評価を行いました。 

(1）障害児支援の提供体制の整備等 
 

① 障害児支援の提供体制 
 

 

 

項  目 数値 

児童発達支援センターの設置 ０か所 

保育所等訪問支援の提供体制 ０か所 

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援の確保 １か所 

主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービスの確保 １か所 

 

【評価】 

令和５年度に、重症心身障害児を支援する事業所が新たに開設し、サービス提供を

開始しました。 

 

② 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 
 

 

 

項  目 協議の場の有無 

令和５年度末時点での協議の場の設置の有無 有  

令和５年度末時点での医療的ケア児に関する
コーディネーターの配置の有無 

有 

 ３年度 ４年度 ５年度 

医療的ケア児に対する関連分野の
支援を調整するコーディネーター
の配置人数 

０ １ ２ 

 

【評価】 

令和４年度に医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターを

配置しました。 

 

数値目標 

数値目標 

第２節 国の基本指針に基づく成果目標 
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２ 第３期計画の成果目標 

（1）障害児支援の提供体制の整備等 

 

① 障害児支援の提供体制 

 

 

 

 

 

 

 

 ・現在、児童発達支援は「めだか園」において市直営で運営しています。この施設を

児童発達支援センターに変更するには、建物の規模や専門職の確保等、運営上の問

題から困難な状況です。今後はめだか園も含めた事業所で、障害のある子どもを総

合的に支援することのできるセンター的機能を担える体制づくりの検討が必要で

す。 

・保育所等訪問支援については、現在、市が独自でめだか園職員、臨床心理士、保健

師等で保育園、幼稚園や学校への訪問を行うことを通して児童の支援を行っており、

市独自の支援として、今後も引き続き実施します。 

 ・市内の放課後等デイサービスを実施している支援センターささゆりや、発達支援セ

ンターめだか園は可能な限り重症心身障害児を受入れています。近年は民間事業所

の新規開設がありましたが、専門職の確保等課題も多いため、今後も引き続き受入

れ体制づくりを行います。 
 

 

 

項  目 数値 考え方 

児童発達支援センターの設置 ０か所 専門職の確保が難しいため 

障害児の地域社会への参加・包容（イン

クルージョン）を推進する体制 
有 行事等の参加を通して推進する。 

主に重症心身障害児を支援する児童発達

支援の確保 
１か所 現在の事業所で受け入れている。 

主に重症心身障害児を支援する放課後等

デイサービスの確保 
１か所 現在の事業所で受け入れている。 

○基本指針：令和８度末までに、各市町村に次について整備することを基本とし、地域の実 

情を踏まえて設定する。 

  ・児童発達支援センター：少なくとも１か所以上 

  ・障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する体制を構築する。 

  ・主に重症心身障害児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービス：１か所以上 

目標達成の基本的方向 

数値目標 
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② 医療的ケア児等支援のための関係機関の協議の場の設置等 

 

 

 

 

 

 

 ・当市に障害児の専門医療機関がなく、多くが市外の医療機関において専門的療育を

行っています。 

・「こども療育部会」において、関係機関が連携し、市内の限られた資源を有効に活

用した医療的ケア児への支援体制を協議していきます。 
 
 
 

 

 

項  目 協議の場の有無 

令和８年度末時点での協議の場の設置の有無 有  

令和８年度末時点での医療的ケア児等に関す

るコーディネーターの配置の有無 
有 

 考え方（想定される体制等） 

市役所（教育部署、福祉部署）、保健所、病院、相談支援事業所、障害児通所支援事業所、 

保育所、特別支援学校等と連携した、医療的ケア児の地域支援に関する協議を行う。 

（上越圏域障害者地域生活支援センターとも連携しながら、市地域自立支援協議会こども療育

部会を活用し検討する。） 

 ６年度 ７年度 ８年度 

医療的ケア児に対する関連分野の

支援を調整するコーディネーター

の配置人数 

２ ２ ２ 

 

 

  

○基本指針：令和 ８年度末までに、各市町村に保健、医療、障害福祉、保育、教育等の 

     関係機関等による協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディ 

ネーターを配置することを基本とし、地域の実情を踏まえて設定。 

目標達成の基本的方向 

数値目標 
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１ 障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援等 
 

 

サービス名 単位 ２年度 ３年度 ４年度 
５年度 
(見込み) 

児童発達支援 
人日 108.6 81.3 82.8 67.5 

人 68 57 59 46 

放課後等デイサービス 
人日 252.7 256.3 276.8 280.2 

人 28 33 34 36 

障害児相談支援 人/月 15 14 15 25 

 
 

 

 

 ・児童発達支援は、市立の「発達支援センターめだか園」で行っています。 

平成 11年に福祉事業所として開設され、障害の早期発見・早期療育のため、乳幼

児健診や各種相談から利用につながっています。 

年齢に応じた発達支援を行い、子どもだけでなく育児不安を抱える保護者への相

談等も行う等、重要な役割を担っています。 

また、めだか園を中心に保育園・幼稚園、行政等の関係者で連携し、支援の方向

性が共有できています。 

 ・放課後等デイサービスは、支援センターささゆりが市立ひすいの里総合学校の校

舎を利用して実施しています。特別支援学校内で利用できるため、送迎の負担軽

減や学校との連携のとりやすさ等は良い面ですが、専門職の確保、緊急時の対応

等の課題もあります。また、利用者の重度化や希望日数が増えており、すべての

希望者が十分に利用できているとは言えない状況ですが、民間事業所の新規開設

があり課題の解消が期待できます。 

 ・障害児相談支援については、市内３事業所が指定され、計画作成を行っています。

しかし、現在の体制では計画作成業務が困難な状況であり、相談支援専門員数の

充実とともに、関係する専門職とつながるための支援等を進めていく必要があり

ます。 

  

今までの取組状況 

現状と課題 

第３節 障害児福祉サービスの実績と今後の見込み量 
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サービス名 単位 ６年度 ７年度 ８年度 考え方 

児童発達支援 
人日 105 105 105 現在の利用実績から増減

なしと見込む 人 70 70 70 

放課後等デイサービス 
人日 272 280 288 令和５年度の新規事業所

開設により若干の増加を
見込む 人 40 41 42 

保育所等訪問支援 
人日 0 0 0 

直近３年間で利用実績は
ない 

人 0 0 0 

医療型児童発達支援 
人日 0 0 0 

人 0 0 0 

居宅訪問型児童発達支援 
人日 8 8 8 直近３年間で利用実績は

ないが利用ニーズから１
名を見込む 人 1 1 1 

障害児相談支援 人/月 25 25 25 
利用実績から増減なしと
見込む 

医療的ケア児等に対する
関連分野の支援を調整す
るコーディネーターの配
置人数 

人 2 2 2 
現在の配置人数を維持す
る 

 

 

 

 ・児童発達支援については、早期発見・早期療育を推進するために、めだか園や保育

園・幼稚園、保健師、臨床心理士等と連携しながら利用を進めるとともに、その後

の就学に向けての支援に努めます。 

 ・放課後等デイサービスについては、多くの利用希望があるため、相談支援事業所、

新規開設の民間事業者と連携し、十分なサービス提供ができるように努めます。 

 ・保育所等訪問支援は、市単独事業での実施を継続します。 

・医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援については、地域でのニーズを把握

しながら、サービス提供について検討していきます。 

 ・障害児相談支援については、サービスを円滑に利用し、支援を途切れないようにす

るため、市内の相談支援事業所が支援を行っていきます。また、市独自の体制とし

て関連する専門職が連携し支援を行います。 

 ・医療的ケア児に対するコーディネーターは、現在２名を配置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

サービス見込量 

見込量確保のための方策 
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２ 発達障害児等に対する支援 

 

 

 単位 ３年度 ４年度 ５年度 

ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等
の支援プログラム等の受講者数 人 ７ ７ ７ 

ピアサポートの活動への参加人数 人 ０ ０ ０ 

 

 

・ペアレントトレーニングは、市内の年中児から小学３年生程度の児童の保護者を対

象とし、子どもの行動を理解し、上手な関わり方を学び、「子どもの行動の良い注

目の仕方」や「上手な指示の出し方」等の具体的な方法を学ぶために実施していま

す。 

 

 

 

 単位 ６年度 ７年度 ８年度 考え方 

ペアレントトレーニング
やペアレントプログラム
等の支援プログラム等の
受講者数 

人 ８ ８ ８ 実績から増減なしと見込む 

ピアサポートの活動への
参加人数 

人 ０ ０ ０ 直近３年間で実績はない 

 

 

  

 

・ペアレントトレーニングは現在も実施中であり、より良いプラグラムになるよう見

直しを行いながら、継続します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今までの取組状況 

現状と課題 

サービス見込量  

見込量確保のための方策 
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 障害者の様々なニーズに対応し、市民の理解や協力を得ながら、障害福祉を推進す

るために以下のとおり取り組んでいきます。 

 

１ 関係機関との連携 

  地域全体で障害者を支える力を高めるためには、障害者を核として関係機関のネッ

トワークをつなげることが何よりも重要です。 

  本人や家族ができること、行政ができること、地域やボランティアができること等、

それぞれ役割を分担し、つなぎながら、連携を図ることが必要です。 

  そのような取組から出てきた声を、自立支援協議会や各専門部会等、関係者が集ま

って情報交換することにより、市全体のサービス資源の確保につながるよう話し合い

を重ねていきます。 

 

２ 地域住民や関係団体との連携 

  障害福祉の推進に当たっては、地域住民の理解が不可欠です。地域住民の、障害や

障害者への正しい理解と福祉活動への関心を高めるため、取組が見えるような働きか

けを行います。 

  また、障害者が地域で安心して生活するため、支援を行う障害者団体、ボランティ

ア団体、民間事業者とも連携する中で、総合的かつ効果的な計画の実施を図ります。 

 

３ 障害保健福祉圏域における連携 

  上越圏域（上越市・妙高市・糸魚川市）において、必要なサービス支給量を確保す

るための供給体制の整備を図るとともに、共通の福祉課題や専門的で高度な課題への

取組等についても、上越圏域で連携を深めながら、広域的な対応を図っていきます。 

■糸魚川市地域自立支援協議会のネットワーク図 

  

第６章 

糸魚川市地域自立支援協議会

協議会

【専門部会】

個別ケア会議

運営会議

利用者

相談支援会議・就労支援部会・居住部会・こども部会

相談支援事業所 サービス事業者

障害者団体

ボランティア団体

民生委員児童委員

行政機関

子育て支援・学校

民間企業

労働関係機関

保健・医療関係機関

高齢者介護支援

計画の推進に向けて 

相談支援・就労支援・こども療育・権利擁護・移動支援・情報発信 
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４ 計画の達成状況の点検及び評価 

  本計画については、達成状況等を確認するため障害者団体等との意見交換の場を設

けるとともに、関係団体の代表者やサービス事業所の担当者で構成される「糸魚川市

地域自立支援協議会」を活用しながら点検と進捗管理を行っていきます。 

  また、国の指針でも本計画に記載した「成果目標」「活動指標」については、ＰＤ

ＣＡサイクル（下図参照）により、定期的な調査、分析及び評価をすることとなって

おり、障害者施策及び関連施策の動向を踏まえながら、少なくとも年１回の実績把握

を行い、達成状況の点検及び評価を行います。 

 

■国の基本指針によるＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（厚生労働省ホームページより抜粋）   

■定期的な調査、分析及び評価の内容 

区分 計画での記載事項 実績把握の頻度等 

成果目標 

・施設入所者の地域生活への移行 

・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの 

 構築 

・地域生活支援の充実 

・福祉施設から一般就労への移行等 

・障害児支援の提供体制の整備等 

・相談支援体制の充実・強化等 

・障害福祉サービス等の質を向上させるための取組

に係る体制の構築 

・少なくとも1年に1回の評価 

・協議会等で意見を聴くとともに、 

 結果の公表をすることが望ましい。 

活動指標 

・障害福祉サービスの見込量 

・地域生活支援事業の見込量 

・障害児福祉サービスの見込量 

・少なくとも1年に1回以上の頻度で 

 評価を行う。 
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       糸魚川市地域自立支援協議会要綱 

 

平成19年３月14日 告示第16号 

（設置） 

第１条 糸魚川市に居住する障害児及び障害者（以下「障害者」という。）が地域で安

心して生活できるよう支援し、自立と社会参加を図るため、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第89条の３第１項の

規定に基づき、糸魚川市地域自立支援協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次の事項について協議する。 

(1) 障害者のニーズの把握及びその対応策の検討に関すること。 

(2) 困難事例への対応のあり方に関すること。 

(3) 相談支援体制の運営評価等に関すること。 

(4) 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。 

(5) 障害福祉サービス給付に係る実態及び改善に関すること。 

(6) 糸魚川市障害者福計画の評価及び見直しに関すること。 

(7) その他福祉ニーズへの対応策に関すること。 

２ 協議会は、協議した事項について、必要に応じ、市長に提言することができる。 

（組織） 

第３条 協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する20人以内の委員をもって組

織する。 

(1) 障害者団体関係者 

(2) 保健医療・福祉関係者 

(3) 教育関係者 

(4) 就労・雇用関係者 

(5) 企業関係者 

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 協議会の委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長各１人を置き、委員のうちから互選する。 

２ 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長は、議長として協議会の議事を運営する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

第７章 参考資料 

資料１ 
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（会議） 

第６条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、会長の決

するところによる。 

４ 会長は、特に必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、そ

の意見を聴くことができる。 

５ 委員は、会議で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 

（会議の公開） 

第７条 会議は、原則として公開とする。ただし、個人のプライバシー保護等の観点か

ら、公開することが適当でない場合は非公開とする。 

（専門部会） 

第８条 協議会は、障害者に係る地域課題を抽出し、対応策を検討するため、専門部会

を置くことができる。 

２ 専門部会は、各部会に関係する人をもって組織し、各部会で設定したテーマについ

て議論を行う。 

（関係者の出席等） 

第９条 協議会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて

意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができ

る。 

（庶務） 

第10条 協議会の庶務は、福祉事務所において処理する。 

（委任） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議

会に諮ってこれを定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から実施する。 

（経過措置） 

２ 平成19年３月31日以前に委嘱された協議会の委員の任期は、第４条の規定にかかわ

らず、平成21年３月末日までとする。 

前 文（平成24年３月27日告示第66号）抄 

平成24年４月１日から施行する。 

前 文（平成25年３月29日告示第78号）抄 

平成25年４月１日から施行する。 

前 文（平成31年１月30日告示第７号）抄 

告示の日から施行する。 

附 則（令和５年３月20日告示第75号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 
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       糸魚川市地域自立支援協議会委員名簿 

 

 

分野 所属団体 職名 氏名 備考 

障害者 

団 体 

糸魚川市身体障害者会 会長 斉木 房子  

糸魚川市家族会 会長 大谷 幸雄  

クレヨンの会 会長  牛木祐美子 会 長 

事業所 

好望こまくさ 生活支援員 岡尾 恵美  

エスポアールはやかわ 施設長 横澤  孝 副会長 

メモリアルホームみずほ 施設長 大久保岳生  

ワークセンターにしうみ センター長 吉井 人光  

県機関 糸魚川地域振興局健康福祉部 地域保健課長 沖田 慶子  

労 働 

糸魚川公共職業安定所 統括職業指導官 田中  勝  

糸魚川商工会議所 事務局長 野本 宏一  

教 育 

新潟県立高田特別支援学校 

白嶺分校 
教頭 中村  均  

糸魚川市立ひすいの里 

総合学校 
教頭 岡田  晃  

地域代表 

NPO法人ぐりーんバスケット 理事長 岡崎 忠雄  

糸魚川市社会福祉協議会 事務局長 山本 将世  

注）令和５年４月１日現在 
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       ささえあいプラン策定の経過 

 

年月日 実施内容 

令和５年１月 〇第７期糸魚川市ささえあいプラン策定のためのアンケート調査 

調査対象者1,000名 回答437名 

令和５年２、３月 〇グループインタビュー・アンケート調査 ①～⑫ 

・糸魚川市家族会・糸魚川市身体障害者・さざんかの会 

・糸魚川ろうあ協会・いちょうの家保護者・青空工房利用者 

・あけぼの保護者・点訳友の会・いとよ朗読奉仕会・クレヨンの会保護者 

・糸魚川市立ひすいの里総合学校保護者会・新潟県立白嶺分校保護者会 
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糸魚川市の障害福祉サービス等の状況（令和６年３月 31 日現在） 

 

１ 相談支援事業所 

事業所名 事業所の所在地 備考 

地域生活支援センターこまくさ 南寺町 1-1-6 委託相談、計画相談（障害者・児） 

相談支援センターみずほ 水保 1728 委託相談、計画相談（障害者・児） 

障害者相談支援事業所エスポアールはやかわ 梶屋敷 915 委託相談、計画相談（障害者） 

相談支援センターめだか園 上刈 1-14-1 計画相談（障害児） 

 

 

２ 障害福祉サービス事業所 

（1）訪問系サービス 

サービス名 事業所名 定員 所在地 

居宅介護 糸魚川市社会福祉協議会 介護センターにじ － 押上 2-9-65 

 あ・うんの心 ホームヘルパーステーション － 大野 73 

 ㈱カネタ建設 ライフケアおれんじ － 中央 2-3-35 

 ひすい福祉会 訪問介護事業所おうみ － 田海 5600 

 ㈱リボーン 訪問介護おしあげ － 南押上 1-3-11 

 介護サービスひろはた － 横町 4-8-19 

重度訪問介護 

 

糸魚川市社会福祉協議会 介護センターにじ － 押上 2-9-65 

あ・うんの心 ホームヘルパーステーション － 大野 73 

 ㈱カネタ建設 ライフケアおれんじ － 中央 2-3-35 

 ひすい福祉会 訪問介護事業所おうみ － 田海 5600 

 ㈱リボーン 訪問介護おしあげ － 南押上 1-3-11 

 介護サービスひろはた － 横町 4-8-19 

 訪問介護ステーションこころ － 横町 5-11-1 

同行援護 糸魚川市社会福祉協議会 介護センターにじ － 押上 2-9-65 

 あ・うんの心 ホームヘルパーステーション － 大野 73 

 ㈱カネタ建設 ライフケアおれんじ － 中央 2-3-35 

行動援護 糸魚川市社会福祉協議会 介護センターにじ － 押上 2-9-65 

 ひすい福祉会 訪問介護事業所おうみ － 田海 5600 
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（2）日中活動系サービス 

サービス名 事業所名 定員 所在地 

生活介護 支援センターささゆり 20人 横町 2-7-32 

メモリアルホームみずほ 50人 水保 1728 

エスポアールはやかわ 16人 梶屋敷 915 

生活介護（基準該当） 糸魚川デイサービスセンター － 大野 160 

 デイサービスセンタークレイドルやけやま － 梶屋敷 915 

 デイサービスセンターあじさい － 水保 1788-1 

 デイサービスセンターおおさわ － 大沢 313-1 

 デイサービスセンターささら苑 － 能生 4460 

 デイサービスセンターおうみ － 田海 5600 

自立訓練（生活訓練） 支援センターささゆり 5人 横町 2-7-32 

就労移行支援 ワークセンターにしうみ 8人 道平 34-2 

 好望こまくさ 6人 南寺町 1-1-8 

就労継続支援（Ａ型） ウェルフェア カネヨ 20人 田海 12-1 

 Ｊ Ｗｉｔｈ Ｙｏｕ糸魚川サテライト 5人 上刈 1-5-22 

就労継続支援（Ｂ型） ワークセンターにしうみ 25人 道平 34-2 

 好望こまくさ 20人 南寺町 1-1-8 

 ひまわり作業所（好望こまくさ分場） 10人 田海 605 

短期入所（福祉型） メモリアルホームみずほ 6人 水保 1728 

 エスポアールはやかわ 1人 梶屋敷 915 

 グループホームＴＯＭＯ 1人 中央 2-8-28 

 ホームつくし糸魚川 1人 寺町 4-9-31 

 

 

（3）居住系サービス 

サービス名 事業所名 定員 所在地 

共同生活援助 グループホームＴＯＭＯ 6人 中央2-8-28  

（グループホーム） グループホームそら 5人 京ヶ峰 1-7-2 

 グループホーム大和川 5人 大和川 162 

 グループホーム蓮台寺 5人 蓮台寺 1-1-21 

 
ホームつくし糸魚川 10人 寺町 4-9-31 

グループホーム ハウズ ルーエ 10人 寺島 3-6-10 

施設入所支援 メモリアルホームみずほ 50人 水保 1728 

 エスポアールはやかわ 14人 梶屋敷 915 

 

  



素案          （Ｒ５ 第２回糸魚川市地域自立支援協議会 資料） 

- 101 - 

３ 地域生活支援事業 

サービス名 事業所名 定員 所在地 

移動支援事業 糸魚川市社会福祉協議会 介護センターにじ － 押上 2-9-65 

 あ・うんの心 ホームヘルパーステーション － 大野 73 

 ㈱カネタ建設 ライフケアおれんじ － 中央 2-3-35 

地域活動支援センター Ⅰ型 地域生活支援センターこまくさ － 南寺町 1-1-6 

 

Ⅲ型 

いちょうの家 15人 能生 1170-2 

 青空工房 15人 能生 1170-2 

 あけぼの福祉作業所 20人 田海 605 

日中一時支援事業 メモリアルホームみずほ － 水保 1728 

 エスポアールはやかわ － 梶屋敷 915 

 支援センターささゆり － 横町 2-7-32 

 

 

４ 児童支援サービス事業所 

サービス名 事業所名 定員 所在地 

児童発達支援 発達支援センターめだか園 50人 上刈 1-14-1 

放課後等デイサービス 支援センターささゆり 10人 横町 2-7-32 

放課後等デイサービス また明日いといがわ 10人 新鉄 1-5-13 

児童発達支援(重心対応型) 

放課後等デイサービス(重心対応型) 

生活介護 

ほっぷ・すてっぷ 5人 一の宮 2-1-12 

 

 

５ 特別支援学校・総合支援学校 

学校名 所在地 備考 

新潟県立高田特別支援学校 白嶺分校 清崎 5-25 高等部 

糸魚川市立ひすいの里総合学校 中央 1-2-1 小学部・中学部 
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